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過重労働やメンタルヘルス不調、多様化する作業態様や化学物
質などに起因する職業性疾病の発生などなど、事業場において
労働者は数多くの健康リスクにさらされている。そのため、その
対応如何によっては、関係法令違反による刑事責任、安全配慮
義務違反による民事責任や損害賠償責任の発生など、企業経営
にも大きな支障を来すこととなる。
今回は、企業の“産業保健分野における危機管理の担い手”と
して産業保健職をとらえ、コンプライアンスの視点から求められ
る職務や対応について、判例や事業場事例などを交えて考える。
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 　失敗事例に学ぶ

不適切な対処によって
事態を悪化・複雑化させた事例や判例
ロア・ユナイテッド法律事務所　弁護士   竹花　元 　事

 　企業事例　　 日立金属㈱九州工場

工場の安全衛生を支える
OSHMSのキメ細かな運用



　経営環境の悪化は、雇用への悪影響を不可避とし、

その悪化は、裁判所に提起された労働事件の新受件数

においても顕著に反映され、訴訟事件数や労働審判数

は急増し、この傾向は今後ますます継続して行くこと

が予想されている。かかる状況の中で、最近は、企業

法務の大きな一翼を担う分野として、労働関係法令遵

守の意義と必要性への認識が高まり、「労働コンプラ

イアンス」なる用語が定着している。例えば、現在、

株式会社が上場しようとする際に、もっとも厳格に点

検されているのがこの労働コンプライアンスである。

具体的には、未払い残業がある危険がある場合、２年

間に遡って、退職者を含めて未払残業代を清算するか、

和解契約書を入手できない限り、上記訴訟リスクあり

として、上場審査の対象としてもらえない状況である。

すなわち、今日ほど労働関係法令遵守の意義と必要性

が高まった時代はなかったといえ、新たな発想、パラ

ダイムでの取組みが求められている（以下につき、拙

著「実務労働法講義〔第3版〕」上巻 [民事法研究会・

平22]729 頁以下等参照）。

　そこで本稿では、企業の“産業保健分野における危

機管理の担い手”という視点から産業保健職をとらえ、
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コンプライアンスと産業保健活動の背景について概説

することとする。

　労働コンプライアンスがマスコミでも大きく取り上

げられ、人事労務に関係ない方まで知れ渡る大きな契

機となったのは、偽装請負問題、名ばかり管理職問題、

過労死・過労自殺、メンタルヘルス等である。しかし、

その他にも、多様化する作業態様や化学物質などに起

因する職業性疾病の発生など、近年、事業場において

労働者は数多くの健康リスクにさらされている。その

健康被害の未然防止の担い手として、注目と期待を集

めるのが産業医や産業看護職、衛生管理者などの産業

保健スタッフである。平成 22年９月７日付厚労省労

基局「職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書」

（以下、「メンタルヘルス検討会報告書」という）を踏

まえた同年11月22日付厚労省労基局「事業場におけ

る産業保健活動の拡充に関する検討会報告書」（以下、

「産業保健活動報告書」という。厚労省HP参照）も、「産

業医の選任義務のある事業場において労働者の健康管

理等を行う産業医の現状を見ると、メンタルヘルスに

対応できる産業医の数は必ずしも十分ではなく、新た

1. 安全衛生関連コンプライアンスの重要性

コンプライアンスと
産業保健活動の背景について

1●特集
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示しており、同指針に則した取組みについて事業者に

対する指導が行われている。さらに、平成 21年 3 月

には、「心の健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援の手引き」（平成16年 10月作成）の一部が改

訂され、その普及啓発が図られている。平成 20年度

からは、全国 47都道府県に設置した「メンタルヘル

ス対策支援センター」において、メンタルヘルス不調

の予防から休職者の復職支援まで企業の活動が総合的

に支援されている。

（2）過重労働による健康障害防止対策

　過重労働による健康障害防止対策については、安衛

法の改正により、平成18年 4月から、一定以上の時

間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められた労働

者に対する医師による面接指導の実施を事業者に義務

づけている。また、「過重労働による健康障害防止の

ための総合対策」（平成20 年 3 月一部改正）に基づき、

過重労働を防止するための事業者が講ずべき措置につ

いて指導等が行われている (拙著・前掲講義下巻 872

頁以下参照 )。

（3）産業医にメンタルヘルスに対応できる医師等を

　　 加えた一体的な体制の必要性

　「メンタルヘルス検討会報告書」とこれを踏まえた

「産業保健活動報告書」によれば、新しいメンタルヘ

ルス対策の導入に際しては、メンタルヘルス不調に関

連する症状・不調を有する労働者に対する面接および

就業上の措置に関する面接等の実施について、心身の

一体的な健康管理のためには、事業場の実情に精通し、

かつメンタルヘルスに関する知識等を有する産業医が

行うこと、また、メンタルヘルスに関する面接や保健

指導には時間を要することから、医師とメンタルへル

スに関する知見を有する保健師等が連携して対応する

ことが望ましいと指摘されている。また、嘱託産業医

がメンタルヘルスに関する知識を十分に有しない場合

等には、他の医師が面接等を実施し、面接等を行う医

師と産業医が連携することも想定されるが、異なる組

織に所属する医師間で十分な情報共有を図ることは一

般に困難である。そこで、これに対応するためには、

①嘱託産業医がメンタルヘルスに関する十分な研修を

な枠組みにおける面接指導や職場環境の改善等につい

ては、従来の産業医が有する資質や実務経験だけでは

必ずしも十分に対応できない分野である。」ことを認め

ている。

　かかる体制未整備の中でも、産業保健スタッフには、

それぞれの立場・持ち場で適切な職務の遂行が期待さ

れるが、一旦それを怠ると、労働者の健康障害発生と

いう直接的なリスクの顕在化をもたらすばかりか、そ

の対応如何によっては、関係法令違反による刑事責任、

安全配慮義務違反による民事損害賠償責任の発生な

ど、企業経営にも大きな支障を来すこととなる。

　すでに、過労死・過労自殺等に関する民事賠償請求

事件は膨大な数に及んでいるが（拙著・前掲講義下巻

949頁以下参照）、健診義務違反等の刑事責任が問わ

れる事件も現れている（過労死等に絡んで、この健診

義務違反の刑事責任が問われた大阪地判平成12・8・

9 判時 1732 号 152頁や、人材派遣会社社員事件・長

崎地判平成18・10・3労判 923号 93頁では、人材派

遣会社内で人材派遣業務全般を統括管理していた被

告人が、新規の派遣労働者を雇用する際、労働安全衛

生法規で定められた健康診断を行わず、会社従業員を

利用するなどして、医師名義の健康診断個人票を偽造

し、派遣先に提出して行使した事案につき、懲役1年

6月＜執行猶予 3年＞および罰金 30万円に処すると

された）。

　

（1）メンタルヘルス対策

　メンタルヘルス対策については（以下につき、平成

22年版「厚生労働白書」第2章第 7節参照）、安衛法

令において、長時間労働者に対する医師による面接指

導の際にメンタルヘルス面の確認を行うことや衛生委

員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査

審議することなどが義務づけられている。また、安衛

法に基づく指針として、平成18年 3月に厚労省が策

定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

において、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を

2. メンタルヘルス対策および過重労働による健康障害防止対策

産業保健 21　32011.1　第 63 号

産業保健職と危機管理～コンプライアンスの視点から～



4　産業保健 21　 2011.1　第 63 号

受けることにより対応できるようにするか、②現行に

おいても、健康診断機関やメンタルヘルスサービス機

関等の医師が事業場の嘱託産業医となり、かつ当該機

関の別の医師やその他の専門職がメンタルヘルスに関

する業務を提供している事例があることから、こうし

た体制で面接等が行われる場合を想定すると、産業医

その他の専門職の資質が確保されるとともに、面接等

を行う医師と産業医との間で事業場や個々の労働者に

ついての十分な情報共有、③それらの対応が困難な場

合の一定の要件を満たす事業場外組織（「外部専門機

関」）を活用できる仕組みを設けること等が提言されて

いる

　この点、すでに、平成22年度厚労省白書によれば、

厚労省は、事業者に対して産業医等の適切な選任、衛

生委員会の活動の活性化等について指導等を行うとと

もに、各都道府県に産業保健推進センターを設置し、

産業保健関係者への専門的相談、産業医に対する研修

等を実施している。また、人的資源のぜい弱な小規模

事業場に対する支援として、地域産業保健センターを

設置し、健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保

健指導等を実施している。

　平成17年改正安衛法により、平成18年 4月1日以

降、前述の過重労働対策以外にも、以下のような現在

の労働現場の変化、新たな危険の増大等に即した重要

な安全衛生体制の強化が図られている（拙著・前掲講

義下巻 887頁以下参照）。

(1) 事業者の行うべき調査等

(ア )必要な措置　事業者は、建設物、設備、作業等

の危険性または有害性等を調査し、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない（安衛法 28条の２第１項、安衛則24

条の11等）。

( イ ) 指針の公表　厚生労働大臣は、上記 (ア ) の措

置に関して、必要な指針を公表する（安衛法 28

条の２第２項）。

( ウ ) 化学物質等を製造し、または取り扱う設備の改

造等の仕事の注文者の講ずべき措置等　同改正

安衛法・安衛則等は、化学物質等を製造し、ま

たは取り扱う設備で政令で定めるものの改造そ

の他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の

注文者が取るべき、当該物について労働災害を

防止するため必要な措置（安衛法 31条の２、安

衛則 662条の３）、化学物質等に係る表示および

文書交付制度の改善（安衛法 57条１項、安衛則

34条、同条の２の４等）等の規制を追加している。

（2）化学物質をめぐる労災民事賠償事件

　近時、上記安衛法改正の一契機となった化学物質を

めぐる労災民事賠償請求事件が多発し（喜楽鉱業株式

会社事件・大阪地判平成16・3・22労判 883号 58頁は、

工場の廃溶剤タンク清掃作業中の従業員のタンク内有

機溶剤中毒による死亡事故につき、ジャムコ立川工場

事件・東京地八王子支判平成 17・3・16 労判 893 号

65頁は、航空機内装品の燃焼試験業務において発生

する排気中には複数の有毒な化学物質が含まれている

危険性があると認められ、会社に試験装置の排気装置

を正常に機能するようにする義務、試験室の換気設備

を完備する義務、効果的な保護具を支給する義務、安

全に配慮した作業工程を作成し適切な作業管理をする

義務、健康診断などをして適切に健康管理する義務等

の、各安全配慮義務違反を認めている）、有害物質を

利用する作業現場での安全配慮義務の程度はより高

まっている。もちろん事案により責任が否定された事

例もあるがミヤショウプロダクツ事件（大阪地判平成

18・5・15 労判 952 号 81頁）では、従業員が、会社

の社屋改装工事にともないシックハウス症候群ないし

化学物質過敏症に罹患したとして、会社に対して安全

配慮義務違反による損害賠償請求をした事案につき、

会社において、それを認識し、適切な対策を講じるこ

とは不可能または著しく困難であったとして請求を棄

却した事例で、ミヤショウプロダクツ (損害賠償請求 )

控訴事件・大阪高判平成 19・1・2労判 952 号 77 頁

でも支持された）、メンタルヘルス等に限らず、この面

での産業医や産業看護職、衛生管理者などの産業保健

スタッフとの連携による安全衛生体制の整備も喫緊の

課題である。

1●特集

3. 平成17年改正安衛法によるその他の安全衛生体制の強化
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　危機管理の考え方は、今日、あらゆる分野に浸透し

つつある。産業保健分野においても同様で、これまで

以上に、業務に沿った危機管理の考えを徹底する必要

がある。とはいっても、徒らに危機管理を強めることは、

業務のバランスを喪失することにつながり、ひいては

労働安全衛生管理の本質を損なうことになりかねない。

例えば、極端に確率の少ない危険に対し、多くの費用

をかけることは正しくないことが多い。

　こういう観点から、産業保健関連業務の遂行に際し、

費用と効果について十分に斟酌する必要がある。これ

を実現する方法として、本稿では、健康会計について

述べる。

　健康会計は、平成20年に経済産業省が検討会を構

成して報告書をまとめたことにより、有名になった。企

業の健康への取組みを評価するための手法である。企

業が社員の健康増進を目的として行う投資のコストと、

もたらされる効果を「可視化」することが健康会計の

本旨である。

　健康会計についての指南書である『社員と会社を元

気にする　よくわかる「健康会計」入門』（法研 2010）

（以下、「健康会計入門」）を上梓してほぼ一年が経とう

としている。実は、筆者の意気込み程には、本は注目

されることはなかった。昨今の書籍のPLC（product 

life cycle）は短いので、もうこの本は消えたといわざ

るを得ないのかもしれない。出版社にも担当者にも迷

惑をかけたことを申し訳なく感じている。私をはじめと

する著者の力量不足に恨む面もない訳ではないが、本

の売れ行きについて、まだ機が熟していなかったとい

う人もいて、それは当たっていないともいえないと考え

ている。

　健康会計の考え方が普及しない最大の原因は、健康

会計の導入が企業に直接のプラスを与えることが、現

実の効果に踏み込めていないことであろうと想像して

いる。具体的な効果が見えないことにお金を出すほど

日本の企業はいま豊かでない。果たしてこの部分が、

健康会計の普及への大きな問題点であることはおそら

く間違いないが、だからといって、健康会計の重要さ

が遜色するということでもない。

　以下では、「健康会計入門」の内容に沿って健康会

計の考え方を紹介していきたい。

　健康会計は、古くは、Healthy Company（ヘルシー

カンパニー）とは、経営コンサルタントで心理学の学

位も持つロバート・ローゼンが企業へのコンサルテー

ションを行った知見を基にして記述された書（Robert 

Rosen, 1992）に概念としての初出を見出すことができ

る。そこにはすでに、企業の健康度は、どの程度、社

員の健康を守り増進することに費やされているか、に

よって測定可能であるとする考え方が紹介されている。

　Healthy Companyはさらに、1983年に、トム・ピーター

ズとロバート・ウォーターマンが概念提唱した、Excellent 

Companyとも関連が深い。優れた企業は、単に利潤追

求のための経済活動だけでなく、付帯する社員や社会

に対する活動を含めた理想的な企業のあり方を追求し

て然るべきであるとするものである。この書については、

昭和58年に大前研一さんの訳で講談社から刊行され

たが、時を経て、平成15年に英治出版から復刻された。

なお、少々横道に逸れるが、英治出版の原田英治社長

は筆者（奥）の重要な知人であるが、同社は、海外の

すぐれた啓発書を多く日本に紹介している。最近では、

「集合知の力、衆愚の罠――人と組織にとって最もす

ばらしいことは何か」（アラン・ブリスキン他著）とい

う組織論の書が上梓されている。健康会計も含めて、

産業保健職と危機管理～コンプライアンスの視点から～

1. 危機管理と健康会計
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企業の将来像のためには知るべきことは多くある。

　健康会計が注目される一つの側面として企業のCSR

（Corporate Social Responsibility）の観点を考えておく

必要がある。「情報の非対称性」が解消されつつある

現代社会において、企業が外向きに、その活動の詳ら

かなるところを周知させる努力は評価される方向にあ

る。そのひとつとして重要なのが、企業の労働安全衛

生への取組みであることはもともと論を待たないとこ

ろであり、この活動状況周知が容易でない領域につい

ても、企業として、CSR報告書などの形で社会に知ら

しめることは欠かせないことである。株主・消費者と

いうような外側にいるステークホルダーにとっても、企

業のこういった活動は大いに知りたいことである。そ

のようなこともあって、ここ数年はCSR報告書に健康

の取組みについての記載を含めることが一つの流行に

なっていることは指摘されるところであり、健康会計

の後押しになっていることは間違いない。ただし、惜

しむらくは、CSR報告書においては、健康への取り組

みの表現について、「当たり障りのない記載」が過半を

占めているというような現状もあり、一層、健康会計

の手法の進化が期待されるところでもある。

　健康会計という言葉は、単純な成り立ちで、「健康」

にかけたお金と効果を「会計」学の手法で表現する、

という木に竹を接いだものである。ただ、健康も会計

も言葉としての響きは悪くなく、「健康会計」といわれ

ると、何かとてもよいもののように感じられ、最初にこ

の言葉を発案した人のセンスが反映されていて非常に

大きな期待感をともなう。

　実際にも、健康会計の概念がきちんと達成されると、

これは企業にとっては大きな意味を持つ。社員の健康

は社員本人にとっては当然のこととし、企業という組

織にとって、その本来活動を順調ないし円滑に行うた

めにも大きな利をもたらす。平たくいうと、企業の健

康度と生産性とは比例するものであり、極論としては

ほぼ同値と考えてもよい。そして、この「利」は、企

業にとってもストレートに重要である、利益や利潤の

形となって企業活動の本質に寄与するという構造であ

る。

　健康会計は、経営管理と健康管理という、かつては

別々の文脈で語られていた概念を統一的に扱おうとす

る試みであるので、そこには唐突性があることは否定

しない。むしろ、その唐突性や違和感というものが、

健康会計を推し進める原動力となると信じたことが、

筆者らがこの健康会計を世に問いなおしたいと出版の

準備を進める契機となったことは明らかである。

　健康会計の実際については、詳しいことは「健康会

計入門」を参考にしていただきたいのだが、ここでは

その概略として、現在達成できていることを紹介して

おく。

　健康会計において、健康への投資とその効果を「可

視化」、望むらくは「貨幣化」することが望ましい。こ

こで、「貨幣化」とは、可視化において、実際に、数値

表現、それも金額表現することを指している。例えば、

所属産業医が特定保健指導の対面指導業務やリスクア

セスメントにかける時間と単価から、これらの業務に実

際にどれだけのお金を投下していることになるかを算

2●特集

2. 健康会計の実際

図　健康会計のコスト集計表　出典：社員と会社を元気にする　よくわかる「健康会計」入門．法研．p114．2010．
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産業保健職と危機管理～コンプライアンスの視点から～

　平成20年に施行された特定健康診査制度を契機と

して、企業がかかわる部分の社員の健康データは飛躍

的に捕捉率が向上していることはよく知られているとこ

ろである。特定健康診査の受診率や取り組み率、また、

特に、特定保健指導制度の実施率については、我々専

門家からみるとまだまだ十分な域に達していないのは

事実であるものの、これらの制度によって今後急激に

情報が把握できるようになってくることが、ごく近いう

ちに健康会計の右辺（支出データ）を完成させること

になることは期待してよいと考えている。

　健康会計の算出を完成させるためのデータが不十分

であることは前項に述べた。しかし、健康施策がどの

程度の経済的インパクトを有するかについては「健康

会計入門」でも少し取り上げることができた。同書に

協力いただいた広告代理店によると、企業と消費者な

いし投資家の情報共有する場所（タッチポイントとい

われる）において、健康施策の正確な表現は「知覚品質」

（企業イメージに相当する「感覚品質」に対する概念）

の向上に直截に向上し、例えば、健康施策がすぐれて

いるということが注目されて、会社のウェブサイトへの

アクセスがランキングの上位になるとすれば、広告効

果としては一億円を凌ぐものであるとされる。

　健康会計がこの領域にまで踏み込んでいければ、健

康施策についての正確な指標を与えることになること

が、前項の健康関連データの整備とも関連して大きな

相乗効果をもたらす。

　折しも、米国においては、リーマンショック以降の経

済刺激策として講じられているオバマ大統領主導の

パッケージが展開され、EHR（Electronic Health 

Record）に関する集中投資が進行中である。この施策

では、EHRがもたらす有効な利用シーンをMeaningful 

Useとして明確に定義しているが、このコンテクストで

も、健康会計が目指すのと同じ、健康投資効果の可視化、

貨幣化が関連している。

　今後の健康会計の成長を期待しつつ、企業にとって

健康施策の再構築と定量表現が重要であることをもう

一度強調して、この文章を締めくくりたい。

出するということである。筆者らは、永田を中心として、

「産業医大方式　安全衛生コスト集計表」を作成し、「健

康会計入門」に収めた。書中には「簡易版」が紹介さ

れているが、産業医科大学産業医実務研修センターの

ウェブサイトには「産業医大方式　安全衛生コスト集

計表（詳細版）」がダウンロード可能なように置かれて

いる（URLは http://ohtc.med.uoeh-u.ac.jp/health-

accounting.html）。図に集計表の一部を示す。これらの

集計表においては、専ら労働安全衛生にかかわってい

る人の人件費（項目A）と、専らは同業務にかかわっ

ていない人の人件費やその他のコストを項目ごとに積

算する項（項目群B）がある。項目群Bには、緊急・

救急対応（AED設置等）、設備・備品等（保護具の保

守管理等）、作業環境測定（測定機器のキャリブレーショ

ンのためのコスト等）および健康診断のコストに分類さ

れている。

　これらの項目を入力することにより、企業として社員

の労働安全衛生、あるいは健康周りに費やしている経

費の概要を知ることができる。この入力にはある程度

厳密性を追求しない作業をしても一人、一週間程度の

時間はかかると思われるが、計算してみて案外と費用

が多いと思うか、少ないと思うか、今後の労働安全衛

生戦略に重要な示唆を与えてくれることは確実である。

　さて、会計手法を援用した、と謳っている健康会計

であるが、会計手法としての支出（効果）の方の「貨

幣化」については若干心許ない状況であるというのが

偽らざる状況である。もう少し突っ込んでいうと、この

「結果の貨幣化」が相当程度に達成された段階で、健

康会計は真に有用なツールになると考えられる。

　局所的には、例えばプレゼンティーズム（出勤はし

ているが、実際の労働生産性が著しく落ちている状況）

の社員が健康施策によって健康を恢復し、従来の労働

生産性を回復したことのコスト、また、生活習慣病の

罹患によって健康保険財政に与えるはずであった負の

インパクトを帳消しにできることのプラス、など、現在

でも算出が可能な概念は少ないわけではない。しかし

トータルとして、どれだけの健康会計上の効果があっ

たかという総和を求められるところに至っていないこと

が筆者としてもジレンマを感じているところである。

3. 健康会計の今後



（１）法律の定めと裁判所の判断

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という）は、労働

者の健康管理のために、産業医やその他の医師が関与

することを求めている（安衛法13条、13条の 2等）。

　そして、最高裁は、「使用者は、その雇用する労働

者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、

業務の遂行に疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して

労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する

義務を負う」（電通事件・最二小判平成12･3･24 民集

54巻 3号 1155号）と判示し、企業は、労働者の健康

配慮義務（上位概念である「安全配慮義務」ともいう）

を負っていることを明言している。

（２）本稿の目的

　メンタルヘルスに問題を抱える社員の対応が不適切

であったために、紛争化し、事態が悪化した例は数多

い。以下では、①東芝事件（東京地判平成20･4･22労

判 965号 5頁）と②K社事件（東京地判平成17･2･18

労判 892号 80頁）を素材に、企業の適切な対応につ

いて、産業保健分野に焦点を当てて探ってみたい。

　うつ病に罹患し、長期間出社してこない社員を、休

職期間満了を理由に解雇したところ、当該うつ病は業

務上の災害であり、解雇が無効と判断され、かつ、安

全配慮義務違反による損害賠償が認められた例

（１）事案の概要

　ある社員（Ｘ）が、会社（Ａ社）のプロジェクトの

一工程のリーダーに選ばれて、時間外労働時間が増加

した。その後、スケジュール前倒しの指示、新たな業

務の追加などがなされ、Ｘは「無理です」と明言したが、

業務量の調整はなされなかった。この時期、Ｘは、不眠、

抑うつ気分等により、連続で12日間連続で欠勤する
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など、同僚から見ても、調子の悪い状態であった。

　産業医の健康診断を受けたところ、産業医は、Ｘが

連続欠勤していたことを確認したが、特に積極的な対

策が講じられることはなく、Ｘは、その後、Ａ社を長

期欠勤し始めた。

　療養生活が2年間経ったころ、Ａ社が復職について

Ｘの意向を確認すると、Ｘ本人も主治医も、「職場復

帰はできない」というものであったため、Ａ社は、Ｘ

に対して、休職期間満了を理由とする解雇を行った。

（２）裁判所の判断のポイント

　Ｘの業務は量的、質的にみても、Ｘに肉体的、精神

的負担を生じさせており、他方、Ｘには、精神疾患の

既往歴はなく、他にうつ病発生の要因が認められない

ことから、うつ病が業務上の疾病であることを認めた。

　Ａ社は、労働者の健康配慮義務を負っていることを

前提に、心身の健康を損なうことがないように注意す

る義務を負っていた。しかしＡ社には、産業医を通じ

てＸの自覚症状の変化に気づき、業務負担軽減等の措

置を講じる機会があったにもかかわらず、Ｘの心身の

健康を損なうことがないように配慮しなかった債務不

履行があると裁判所は述べた。

（３）本事例から学ぶ点

① 過重労働者に対する業務軽減の必要性、産業医等

の役割

　A社は、いくつかのメンタルヘルス対策を講じてい

た（社外の電話相談窓口、産業医による毎月の「時間

外超過者健康診断」、「メンタル不調者の職場復帰プロ

グラム」など）。それにもかかわらず、うつ病が業務上

傷病であること、健康配慮義務違反があることが認定

されている。

　裁判所が特に強調しているのは、業務の軽減措置を

とらなかったことである。とりわけ、本事例では、上

司がＸの長時間労働を把握しており、かつ、時間外超

過者健診の結果からＸが自覚症状を訴えていることも

3●特集

1. はじめに

2. 東芝事件
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失敗事例に学ぶ 　不適切な対処によって
事態を悪化・複雑化させた事例や判例



認識していたことが重視されている（なお、Ａ社が、

Ｘの求めに応えて、Ｘの業務を一部に限定して以降の

時期について、裁判所は、健康配慮義務違反を否定

している）。

　さらには、産業医は、事業主に対して、労働者の健

康管理について必要な勧告をすることができ、事業主

はそれを尊重しなければならない（安衛法13条 3項、

4項）。労働者を直接診察した産業医が、事業主に対

して、働きかけをすることが必要な場合もあることに

は注意が必要である。

② 休職期間満了による「解雇」・「退職」を慎重に行

うことの必要性

　休職期間満了による効果が「解雇」か「退職」は、

就業規則の定めるところに従う（ただし、実務上は、「退

職」と定めておく方が無難であろう）。休職期間が満

了したときは、場合によっては、復職の可否を判断す

るために、「休職期間」を恩恵的に延長すべき場合も

あり、慎重な対応が必要である。

　また、休職期間満了時（または延長期間の満了時）

に復職が不可能であることを慎重に判断し、解雇また

は退職を通知したとしても、労働者が、「業務上の傷

病である」と主張してくることもある（業務上の傷病

であれば、「休職期間満了による解雇、退職」という

構成をとることは困難である）。

　なお、本事例では一定の期間、Ａ社の健保から、Ｘ

に対して、賃金の80～ 40％相当額の傷病手当金が支

払われていた。「傷病手当金の受領」と「『業務上』

の主張」は一見矛盾するように思えるのだが、実務上、

健康保険の傷病手当金を受け取っていても、業務上

の主張は封じられない取扱いになっている。

　躁うつ病により業務遂行に支障が生じている社員

を解雇したが、解雇の際に社員の主治医の意見を聞

いていないこと、回復可能性が否定できないことから、

解雇事由がなく、解雇が無効であると判断された例

（１）事案の概要

　ある社員（Ｙ）が躁うつ病に罹患し、他の社員の業

務にも支障が生じたため、会社（Ｂ社）は、Ｙを促し、
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休職させた。

　約半年後、Ｙが復職したいと強く申し出、勤務可能

である旨の主治医の診断書もあることから、Ｂ社はY

の復職を認めた。その後、勤務を開始したＹは、次第

に欠勤が増加し、躁とみられる症状が再発し、社内外

に影響が及ぶようになった。

　そこで、Ｂ社は、業務の遂行には甚だしい支障があ

ること等を理由にＹを解雇した。

（２）裁判所の判断のポイント

　解雇は無効であると判示した。

　裁判所は、Ｙの勤務状態が他の社員に比べて劣って

いることは認めつつも、躁状態が再発して以降、解雇

に先立って、Ｙの主治医の助言を求めた形跡がないこ

と、訴訟におけるＹ本人尋問における供述態度からは

治療の効果が上がっており、回復の可能性がないとは

いえないことから、解雇事由は存在しないと述べる。

（３）本事例から学ぶ点

① 主治医からの意見聴取の必要性

　メンタルヘルス不調で休職をしている社員を解雇す

るときは、解雇を実行するに先立って、主治医からの

意見も聞くことが望ましいことを示している（特に、

本事例のように、復職させる際に主治医の判断を尊重

している場合はなおさらであろう）。

　なお、実務上は、主治医によっては、過度に患者の

意に沿う診断を行う場合があることも否定できない。

会社としては、産業医や会社指定の医師の診断も受け

させたうえで、慎重な判断を下さなくてはならない。

②【参考】「就労制限が必要」と診断されている場合

の会社の対応

　復職後の労働環境について、主治医が制限就労（例

えば、「１ヵ月間は週 3日、１日４時間にとどめる」など）

が必要であると診断している場合は、会社は、フルタ

イム勤務をさせることは回避するべきである。ある事

例（ネスレ日本（労災休業差額金請求）事件・神戸地

判平成9･5･23労判 738号 60頁）では、主治医が「就

労を制限すれば復職可能」という診断書を一貫して提

出したのに対して、会社の指定医が、制限なく「就労

可能」という趣旨の診断書を提出し、会社がフルタイ

ムでの就労を命じ、症状が増悪した場合に、その増悪

が「業務上の傷病」であることを認めている。

3. K社事件
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4●特集

　労働安全衛生上の危機管理のツールとして労働安全

衛生マネジメントシステム（OSHMS）を活用する日

立金属㈱九州工場。現場から上がった「安全衛生管理

のシステム化」の声を受けてシステムを立ち上げ、今

も絶え間ない改善を続ける同システム。その取組みを

概観する。（編集部）

◆

　日立金属㈱九州工場は、1910（明治 43）年に東洋初

のマレブル工場として発足した“戸畑鋳物㈱”がその

前身。1937（昭和12）年に日立製作所と合併、1956（昭

和31）年には同社から分離独立し、日立金属㈱戸畑工

場として発展を遂げてきた。さらに1973（昭和 48）年

には、近代的技術を誇る最新工場として苅田分工場を

建設し、1980（昭和55）年には戸畑から同地に本拠地

を移転、九州工場として現在に至る。

　主な製品は、最新の鋳造技術を活かした自動車のエ

ンジン用部品など。その品質の高さは、産業界に絶大な

支持を得ている。

　「当社では、労働安全衛生上の危機管理に対し、約

10年間をかけて整備してきた労働安全衛生マネジメン

トシステム（以下、「システム」）によって対応しています」

と語るのは、総務環境のサポートグループの寺西裕紀

技師。

　日立金属㈱九州工場では1998（平成10）年より、寺

西氏らが中心となってシステムを立ち上げ、これを核に

安全衛生対策を推進している。

　その推進体制は、製造部門のトップが委員長を務め

る中央安全衛生委員会をはじめ、技術セクタ（部門）

や工務セクタ（部門）などの５つのセクタが中心だ。組

織体制上は、工場長が務める統括安全衛生管理者がシ

ステムの最高権限者となり、活発な議論が行われるよう

に、各セクタ長にシステムの運用に関する責務と権限を

委譲、工場長は毎月開催されるゼロ災会議にて各セク

タ長から報告を受け、指示を行う。

　また、中央安全衛生委員会の下には、ＯＨＳ部会、

衛生部会、設備運搬部会、高圧ガス危険物部会が設置

され、この１つである衛生部会が衛生委員会の役割を

果たしている。

　この衛生部会には、産業医や生産現場の係長クラス、

安全衛生を担当する総務部門の安全衛生担当者が参画

し、事業場における衛生対策を審議・検討するとともに

衛生部会には「化学物質審査分科会」が設けられ、現

場で新たに使用される化学物質について、ＭＳＤＳ（化

学物質等安全データシート）の入手をはじめとする様々

な視点から安全性や衛生面の審査を行っている。

　審査は、まず現場からの新たな化学物質の使用申請

を受け、適用される法令の確認、燃焼などによる有害

化の有無の確認、同社や顧客が指定する使用禁止物質

の含有の有無など、詳細にわたる審査を経て、当該化

学物質の使用の可否が決定される。その結果、使用が

認められた化学物質については、その取扱い上の留意

点が作業手順書（作業標準）に反映され、初めて現場

での使用が可能となる。

　これら一連の流れは、システムを運用する中で継続

的改善を行いながら、ここに至っている。

　そもそも、日立金属㈱九州工場が労働安全衛生マネ

ジメントシステムをはじめとする各種システムに取り組

むようになったのは、1996（平成８）年のこと。品質シ

ステムを皮切りに、環境システムの導入・運用に取り組

んできた。そのような中、ある労働災害の発生を契機に、

「安全衛生についてもシステム化すべき」との声が上が

工場の安全衛生を支える
ＯＳＨＭＳのキメ細かな運用

●企業事例 

日立金属㈱九州工場

労働安全衛生マネジメントシステムを運用
安全衛生にまつわる危機管理に対応
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り、寺西氏ら総務部門の安全衛生担当者らが、統括産

業医である筒井保博氏の協力の下、システムを導入・

運用することとなった。

　同社システムを概観すると、その目的は「第１条・安

全衛生水準の向上」に始まり、第５条・「安全衛生方針

の制定と周知」、第７条・「安全衛生目標の設定、第８

条「安全衛生計画の作成」などと続く。その間、第６条・

「危険有害要因特定」や最低年１回のシステム監査を行

い、継続的な改善を進めることとなる。このように見ると、

同システムは他の安全衛生のシステムと何ら変わりがな

いように見えるが、大きく異なるのが、その運用におい

て“形式にこだわらない”こと。

　例えば、“赤チン災害”などのちょっとした事案につ

いても、徹底的な調査と分析が行われる。その背景には、

「例えば、災害の原因をヒューマンエラーなのか、ある

いは不安全行為なのかと判断することによって、その後

の対応が大きく異なるため」（筒井統括産業医）。つまり、

徹底的な問題追及がなければ、災害発生の本質を見極

めることも、また、効果的な再発防止対策を講じること

もできないという訳だ。その証しに、中央安全衛生委員

会などの各委員会は、単なる部門間の“連絡会”に終

わることなく、常に活発な“議論の場”であるという。

　システムを核に、事業場における徹底的な安全衛生

管理を進める日立金属㈱九州工場。健康管理について

も、システムに明確に位置づけられる。

　その守備範囲は、「業務上疾病の早期発見や疫病の

進展を防止し、医学的および労務管理的措置を行うば

かりでなく、労働者の不健康状態の原因除去や健康な

状態を保持促進し、労働適応能力を向上するまで含め

た広い範囲」とし、①救急対策、②健康診断、③健診

実施後の措置、④疾病管理、⑤疾病予防、⑥保健指導、

⑦健康相談（メンタル面談）――などの実務を担うと

している。なかでも法令遵守には重点を置き、健康診

断受診率100％、２次健診受診率100％を実現している。

　また、同工場ではこれまで場内に診療所を開設して

いたが、2009年で診療を終了。2010年から保健師１人

を配属し、「健康管理室」として新たなスタートを切った。

これを契機に、健康管理室の目的を、「疾患の早期発見・

早期治療」から「生活習慣病の有病率・予備軍を減少

させる」に変更するとともに、システムに特定保健指導

を中心とした健康管理対策を取り入れた。阿部美紗保

健師は、「従業員が気軽に接してくれるという保健師の

利点を活かし、現場の声をシステムに反映させたい」と、

健康管理室がシステム運用の上で担う役割を指摘する。

　従来型の物理的な災害をはじめ、粉じんや化学物質

など、多岐にわたる危険有害要因を抱える日立金属㈱

九州工場。ひとたび災害が発生すれば、大きな損失の

発生が予見される。それを未然に防いでいるのが、シス

テムだ。

　同システムは、品質や環境とのシステム統合が図られ、

より効率的・効果的な運用が行われている。その一方で、

“システムが形骸化” しない配慮も施されている。例えば、

日常の安全衛生巡視などにより、作業者の目線からのリ

スクの抽出に取り組み、これを総務部門の安全衛生担

当者が確認しシステムに反映。その成果は、作業手順

書（作業標準）の度重なる改善につながった。それは

単に手順書を増やすのではなく、7,000あった作業手順

書が1,500に集約されてきたように、“ぜい肉をそぎ落と

す”ことも同時に行われてきた。そして、今では「作業

手順書は自分たちの仕事を楽にするもの。改善は当然」

という雰囲気が事業場全体に醸成されている。

　システムの効果により、３年間の無災害を継続する日

立金属㈱九州工場。「無災害を継続しシステムのキメ細

かな運用を図っています。災害が発生すれば、その対

応に追われ、それどころではありません」（筒井産業医）

と、さらなるシステム改善に取り組む構えだ。

システムを支え
る面々。左から
大久保浩昭氏（総
務部門主任）、阿
部美紗氏（健康
管理室保健師）、
寺西裕紀氏（サ
ポ ー ト 部 門 技
師）、筒井保博氏
（統括産業医）、
堀田学氏（総務
課長）

システムに健康管理の細目を明記
特定保健指導で生活習慣病の予防を図る

無災害継続中にシステム強化
さらなる安全を目指す
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　大学で研究生活を送っていた古海さんは、平成 15

年、産業医として日本郵政公社九州支社（当時）に着

任した。以来7年、熊本県下7,000人の郵政従業員の

健康管理と健康づくりの意識を高める活動を推進して

いる。センターのスタッフは医師 2人（１人は育児休暇

中）、４人の保健師（１人は育児休暇中）、事務１人の

総勢７名。健康相談など従業員が気軽に足を運べるよ

う、センターは開放的で明るい雰囲気にあふれている。

　「一から十まで、健康管理ができるということで、胸

ふくらませてここへ来ましたが、何より驚いたのは空

腹受診者が２割にも満たないことでした。空腹で健康

診断を受けるということの大切さから話していく、つ

まり健康管理に対する従業員の意識改革の着手が最初

の仕事となりました」

　郵便事業は体力勝負の部分もあり、当初は「空腹で

は仕事にならん」とすぐには理解が得られなかったが、

「郵便かばんを持って体重計にはのらんでしょう。食事

をするのはこれと同じ」と一人ひとりに根気よく空腹受

診の重要性を訴えた。空腹で受診した人にはポケット

マネーで買ったチョコレートを差し出したこともある。

　「健康診断は健康管理のために必要なデータを収集す

ることが目的、正しい健康状態を知るために、正しい条

件で受けてほしい。その一点の思いを込めて、話し続

けていくなかで、従業員の意識が少しずつ変化していっ

たように思います。血糖値や中性脂肪の数値にすぐに

効果が表れますから。空腹受診が浸透すると、今度は

受診前に酒やタバコを控えるなど、受診条件への理解

が深まりました」。今では空腹受診者は9割を超える。

　空腹受診と並行して、健康診断所要時間の短縮にも

取り組んだ。折りしも全国の郵便局にJP方式（JPS：

Japan Post System トヨタ生産方式をベースにした業

務改善手法）が展開され始めたこともあって、「健康

診断にもJP方式を」と会社に申し入れた。これまで

の健康診断では、従業員は業務に合わせて受診してい

たため、受診者が一部の時間帯や特定日時に集中、待

ち時間の長さや診察時間の不足など、効率面に加え顧

客サービスという意味でも改善の必要があった。会社

には人件費をからめて効果を示して理解を求めた。業

務計画と連携して受診者を平準化することで、所要時

間の短縮を図った（図１、２）。

　「そのために各検査の所要時間を調べ、単位時間当

たりの受診者数を算出しました。15分間隔で受付時間

を設定し、赤、黄、青、緑の 4種類の整理券を作り、

担当者に届けます。担当者は、業務計画を見ながら受

診者に整理券を配布します。受付時間は、整理券の色

ですぐに分かります。受付人数を一定にすることで、

待ち時間も短くなり、診察や保健指導の時間も十分確

保できるようになりました。所要時間の短縮は、離席

健康診断の質を高め
健康で働く喜びを
共感しあう日々

日本郵政株式会社熊本郵政健康管理センター所長   古海　勝彦さんに聞く

■産業医
　　インタビュー

空腹受診の推進
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時間の短縮だけでなく、受診者の満足度アップにもつ

ながりました。今ではこの方式を取り入れるセンター

も出てきているようです。

　私は日々産業医の責務を淡々と果たしているだけで

すが、健康診断を通じて従業員の健康管理に対する

意識を少し変えることができた、という自負はありま

す。健康診断に対する満足度が高まれば、スタッフと

従業員との間に信頼関係が生まれます。信頼関係を通

じて自らの健康に興味を持つようになり、自主的な健

康管理への足がかりになると私は考えます。できれば

『行きたくない健康診断』を『行くのが楽しい健康診断』

に変えたいですね」

　古海さんの情熱は、スタッフに伝わり、より良い健

診を目指すアイデアが次々にしかも自然に生まれるよう

になった。例えば一枚の受診票にも工夫をこらした。

受診票の余白には通常医師や保健師が受診者から得た

「情報」を書きとめるが、健診が終わると用済みとなり、

次に活かされることはない。古海さんたちは、その「情

報」をデータベース化して翌年の健康診断の場に持ち

込んでいる。「女の子が生まれた」と書かれていれば「お

子さんは元気ですか」と話しかけ、「足を骨折」とあれ

ば経過を尋ねる。受診者は驚きつつも、その心配りに

どれほど安心することだろう。7,000人の従業員とコミュ

ニケーションを図るのは容易ではないが、健康診断とい

うワンチャンスを可能な限り活かしたいと古海さん。健

康診断は受けたことで終わるのではなく、そこから始ま

るのだとも語る。６年前に健康診断時に前立腺がんの

検査を自費で受けられるようにした。初年度は1,000人

近い従業員が検査を受け、これまでに12人の従業員が

早期発見によって治療を受け、全員が元気に職場復帰

した。空腹での受診に文句をいっていた従業員が、「前

立腺がんの検査を受けたい」と話すのを聞くと、人間

の意識は変わるものだと確信した。

　若くして父を亡くした古海さんは、働き盛りで病に倒

れる哀しさを人一倍知っている。健康診断に対する深

い思いは、そこから出発しているのだろうか。

　最近の郵便事業を取り巻くさまざまな変化の中で、メ

ンタル面でも不調を来たす人が増えており、主治医や

職場と相談しながらまさに一から十まで心の悩みに寄り

添っていく。まもなく一年で一番忙しい年賀状の時期を

迎える。産業医としてインフルエンザ対策など多忙な毎

日が続く。「若い医師の前で話す機会があるたびに、産

業医は地味だけどやりがいのある仕事だと言い続けて

います。産業医も毎日『命』と向き合っているんです」

　インタビューを終える頃、センターの事務室から元

気な子供の声が聞こえてきた。スタッフ全員と、育児

休暇中の医師と保健師まで駆けつけ、「古海先生の取

材」を見守ったとのこと。珍しく子供たちも一緒の記

念撮影となったが、誰よりも古海さんが一番うれしそ

うであった。

健康センタースタッフ一同

図1　新方式導入前後の受診者数の比較

図2　健診所要時間（従来法と新方式の比較）

平均所要時間（分）

最短所要時間（分）

最長所要時間（分）

     従来法

A局     Ｄ局

４８ ４９

１１ １５

８７ １３７

           ＪＰ方式

B局      C 局     D 局 

２９ ３５ ３５

１３ １９ １０

４０ ５９ ５６
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　小売業とは、個人用途、家庭消費のための商品を販

売することを生業としている。しかし、その中でも労

働安全衛生法上の産業医活動が求められる50人以上

の労働者を雇用するのは比較的大きな部類の店舗とな

る。また、その部類の小売業の大半はチェーンストア

であることが多く、この場合、人事総務管理・販売戦

略を担当する本部と実際に販売する店舗を分けて考え

る必要がある。今回は、店舗の産業医活動について述

べる。

１）店舗の管理

　食品スーパーのような小型店舗では「店長」、食品

に加え、衣料や日用品を扱う大型店舗では「支配人」

と呼ばれる管理者が店舗の運営管理の責任者となる。

トラブル発生時には直接相談することも多く、店舗の

管理運営はこの支配人や店長の手腕による。

　小売店舗では、少数の正社員がそれぞれの部署の担

当者となり、多くのパート、アルバイト社員に指示を

出して運営が行われる。なかでもチェーンストアでは、

正社員の異動が定期的に行われる。そのために健康診

断の事後指導にしても継続した指導が中断となるケー

スもあり、それぞれの店舗産業医は本部の健康管理部

門と連携して対応する必要がある。また、パート、ア

ルバイト社員は短時間労働のため、事業場が行う健康

診断の対象者とならない者も多く存在している。自己

管理していただくしかないのが実情である。このよう

な正社員の異動と雇用の多様性が、小売業のひとつの

特徴である。

２）小売店舗の構成と業務

　小売店舗では早朝に生鮮食料品や加工食の入荷が

あり、その荷受から仕事が始まる。荷物は、売場・加

工作業場まで運ばれ、その後開店準備のために出社す

る者により食料品の加工、商品の陳列が行われる。開

店前に、朝礼が行われ、挨拶の練習、店舗の売り上げ

状況、その日の特に注意すべきことが伝えられる。

　その後、お客様を迎え営業が始まる。食品部門を例

に取ると開店して朝から午前中は比較的お客さんが多

いが、午後になると夕方４時くらいまではゆっくりし

ているのが一般的である。その後、夕食の準備のため

にいちばんのピークを迎え、午後７時くらいを過ぎる

と比較的落ち着きを取り戻し、閉店を迎える。

　産業医としては、是非、これらのいろいろな時間帯

で巡視を行い店舗の雰囲気をつかんでもらいたい。特

に開店前の慌ただしさの中でどのような作業が行われ

ているかを知っておかないと、それぞれの作業が抱え

るリスクの理解はできない。また、社員と面接を行う

タイミングは比較的融通の利く時間帯にする方が店舗

の負担軽減につながる。

　商品の流れに沿って、小売業のリスクを見てみよう。

　まず、検収と呼ばれる荷受場に商品が運び込まれる。

ここから比較的大きな荷物が、食品、衣料、住宅関連

等のそれぞれの部署へ運ばれる。荷の詰め替え、運搬

では当然腰痛のリスクをともなう。そして、労災とし

て多いのが荷の運搬時に不安定な積み方をしたり、

バックヤードが不整理であるために荷を衝突させたり

することを原因としたものである。バックヤードには

スペース的にゆとりがほしいし、5Sも徹底したい。

　また、食品スーパーでは、店内で調理加工が行われ

る店舗もある。総菜、精肉、鮮魚、青果とそれぞれの

食品種類ごとに作業場が分かれているのが一般的であ

るが、どこでも包丁は使用され、けがのリスクはつき

産 業 医 活 動
　 実 践 マ ニ ュ ア ル ❻   

小売業における産業医活動

1.はじめに

業種
別

プライム ●  木田哲二

2.小売業の仕組み

3.小売業の作業リスクの傾向と対策
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まとう。総菜作業場では、天ぷらや唐揚げの油揚げ作

業時の袖まくりは厳禁である。鮮魚作業場で意外と多

いのが床に落ちたアラ（魚の内臓や頭部）を踏んで起

こる転倒である。アラが床に落ちないような作業を心

がけてほしい。

　また、調理機械に不具合があっても無理に調理して

しまう場合もあり、そのために稼働中の機械に手を入

れてしまうという不安全行動も起こりやすい。

　店内の品出し作業で段ボールを開封する時に、ガム

テープを指先で引っ張る従業員が多いが、指先に負荷

がかかりバネ指の原因となる。対策としては、カッター

ナイフで小さくてもよいので切り目を入れておくと、

指への負荷軽減となる。しかし、従業員は分かってい

ても、その手間を惜しんでいるケースもある。繰り返

しの衛生教育が必要である。

　店内で在庫を管理するために、特殊な情報端末を使

用しているが、しっかりとショルダーベルトを使用し

ないと落下事故を起こすことになる。産業保健の側面

からは、情報端末の破損は範囲外の話かも知れないが、

手からすべって落ちる情報端末を拾う時に陳列棚等で

頭を打つことも予想されるために、情報端末を持ち歩

くときには正しい持ち方を指導している。

　現在の小売業では、商品の値段と在庫量の管理のた

めにパソコンが設置してあるPOS室という部屋があ

る。この部屋にはチラシや、店舗内の値札等が持ち込

まれ乱雑になりやすい。POS室の整理整頓状況は、

その店舗の5Sの実力を反映するといえる。特にテー

ブルタップ周辺にほこりが多いようなら、サージ火災

の危険もある。

　基本的な安全衛生のルールは本部で作成されてい

る。例えば営業時間中は、大きなカゴ車は店舗への持

ち込みが禁止されているという具合である。これらの

ルールはなるべく早めに覚えてしまいたい。

１）健康管理

　結核等の発生・伝播を見過ごさないように健康診断

の受診率は100％でありたい。対面販売は感染症のリ

スクとなるため、食品部門の食中毒対策もあわせて、

従業員は体調不良時には上司に申し出て指示を仰ぐこ

とになる。

　ただし、小売業だからといって特に健康管理状態が

悪いわけではないと思う。私の場合は、労働損失へも

配慮し、可能な限り調査票で健康管理状況を調べて、

必要があると判断したものに限り面接を行っている。

２）安全衛生委員会

　日常的な安全衛生活動がないと安全衛生委員会を開

いたとしても会議の話題がなくて困ることになる。衛

生管理者の職場巡視や、各職場の安全衛生活動を定

例化し、その活動を文書で記録し、総務担当や店長へ

報告しておくような仕組みは作っておきたい。

　しかし、安全衛生委員会が開催されたとしても、話

題が顧客の安全対策となることが多くなる傾向にある。

例えば、玩具売場のスイングドアが風圧で開いてお客

様にぶつかるとか、魚売場で床が濡れていてお客様が

転倒するという「お客様目線」での話題になりやすい。

しかし、安全衛生委員会の本来の目的は「労使構成で、

事業者に対して意見を述べること」であるということ

をしっかりと理解してもらいたい。もしも、話題の中

心がずれているのであれば、産業医として注意したい。

３）職場巡視

　上に述べたリスクに注意しながら職場巡視を行う。

従業員は店内に入る時には、「いらっしゃいませ」と挨

拶し、店内からバックヤードに下がる時にも「ありが

とうございました」と挨拶するのが、一般的である。

小売業の産業医となったら、それにならいしっかりと

挨拶したいものである。

　店内は、バックヤードに比べるとリスクは少ないが、

それでもシャッターラインの下に商品が陳列されてい

たり、不安定な什器、消火栓や消火器、配電盤、避難

経路の不具合に気がついたら指摘するようにしている。

　食品の衛生管理は、本来の産業医業務ではないかも

知れないが、私の場合は、小売業の産業医をしている

時に食中毒を経験したこともあり、衛生管理に関して

もできるだけ指摘するようにしている。産業医とて、

その店舗の一員である。その目で不具合を見たのであ

れば、自分の担当ごとでなくても凛と指摘したいもの

である。

4.小売業の産業医活動
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1　当事者等

（1）A

　Aは、大学卒業後、平成2年 4月1日付でY社の従

業員となり、同社に勤務していたが、入社後約1年 5ヵ

月後（24歳）に、自宅浴室で自殺をした。

（2）訴えた側

　訴えた（原告）のは、Aの両親（以下、この2名を

まとめて「X1ら」という）である。

（3）訴えられた側

　訴えられた（被告）のは、Aの使用者であった大手

広告代理店Y社である。

2　X1らの請求の根拠

　Y社は、使用者として、社員であるAの労働時間、

労働状況を把握、管理し、過剰な長時間労働により、

その健康が害されないように配慮する義務を負ってい

たところ、Y社は、Aの異常な長時間労働を知り、また

は、知り得たにもかかわらず、長時間労働を軽減させる

ための措置をとらなかった。そのため、Aは、恒常的に

長時間労働を強いられ、うつ病に罹患し、自殺をした。

　したがって、Y社には不法行為または安全配慮義務

違反があり、X1らに対し、損害を賠償すべき義務がある。

3　事実関係の概要（裁判で認定された事実関係）

　Aは、平成2年 4月にY社に入社し、6月からラジ

オ局ラジオ推進部に配属された。Y社では、従業員が

長時間にわたり残業を行うことが恒常的に見られた。A

も、ラジオ推進部に配属され、しばらくの間は、出勤し

た当日に帰宅していたが、その後、次第に遅くなり、平

成3年 7月頃には帰宅しない日が多くなり、帰宅しても、

翌日の午前6時 30分ないし7時頃で、午前8時までに

再び自宅を出るという状況になった。Aは、このような

業務遂行とそれによる睡眠不足の結果、心身共に疲労

困憊した状態になり、顔色が悪く、目の焦点も定まって

いないことがあるようになった（このころ、上司は、A

の健康状態が悪いのではないかと気づいていた）。Aは、

こうしたことが誘因となって、遅くとも同年8月上旬頃、

うつ病に罹患し、同月27日、自宅で縊死した。

1　東京地裁判決

　1審の東京地裁は、前述のような事実関係を前提に、

Aの上司らが、Aの労働時間軽減の具体的措置をとら

なかったことにつき、Y社には安全配慮義務不履行の

最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決（労判779号 13頁）
東京高裁平成9年9月26日判決（労判724号 13頁）
東京地裁平成8年3月28日判決（労判692号 13頁）

第2回

　本件は、大手広告代理店に勤務していたAが、恒常的に長時間残業をともなう業務に従事して
いたところ、うつ病に罹患して自殺したことについて、Aの両親が、Aの使用者（雇用主）であっ

たY社に対し、Y社には、不法行為または安全配慮義務違反があったとして、損害賠償約2億2,200万
円を請求したケースの最高裁判決である。
　本判決は、いわゆる「過労自殺」について、最高裁が、初めて使用者の損害賠償責任を認めたケースで
あり、重要な判決と位置付けられている。

入社２年目の社員がうつ病に罹患して自殺したことにつき、使用者に
安全配慮義務違反があったとして、遺族による損害賠償請求を認めた例

電通事件

ポイント

事案の概要

1審および2審判決

産業保健
スタッフ

必携！
安西法律事務所　弁護士　木村恵子
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過失があるとして、約1億 2,600万円の賠償を認めた。

2　東京高裁判決

　2審の東京高裁も、Y社に損害賠償の責任があるこ

とは認めた。ただし、損害額の算定については、Aに

はうつ病親和性ないし病前性格があり、それが自らの

仕事を増やしたり、自らに責任のない仕事についても自

責の状況を作りだしたりした等、A側の事情も考慮す

べきとして、発生した損害の7割をY社に負担させる

のが相当として、1審の賠償額を減額（約3割減）した。

　最高裁は、以下のように述べて、Y社の責任を認定

したうえで、損害賠償額の認定において原判決（東京

高裁判決）がAの性格等を斟酌したこと等は法令の解

釈適用を誤ったとして原判決を破棄し、原審に差し戻

した（なお、本件は、平成12年 6月、東京高裁差戻

審で和解が成立している）。

（1）「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する

状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過

度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険

のあることは、周知のところである。」「使用者は、そ

の雇用する労働者に従事させる仕事を定めてこれを

管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負

荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なう

ことがないよう注意する義務を負うと解するのが相

当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の

指揮監督を行う権限を有するものは、使用者の右注

意義務の内容に従って、その権限を行使すべきであ

る。」

（2）Aの上司らは、Aが恒常的に著しく長時間にわたり

業務に従事していることおよびその健康状態が悪化

していることを認識しながら、その負担を軽減させる

ための措置をとらなかったことにつき過失があるか

ら、Y社に民法715条（使用者責任）に基づく損害

賠償責任を肯定した判断は正当である。

（3）ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の

業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想

定される範囲を外れるものでない限り、その性格お

よびこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負

担に起因して当該労働者に生じた損害の発生または

拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者

として予想すべきものであるから、労働者の性格が

前記の範囲を外れるものでない限り、裁判所は、使

用者の賠償すべき額の決定にあたり、その性格およ

びこれに基づく業務遂行の態様等を心因的要因とし

て斟酌することはできないというべきであるとした。

　従業員が過労自殺をした場合に、使用者に対して

民事上の責任を問うには、本来、使用者に、従業員

がうつ病を発症して自殺をするという結果に対する

予見可能性があることが前提となる。本判決でも、

Aのうつ病発症の予見可能性を基礎付ける事情とし

て、上司らが、Aの健康状態が悪化していたことを

認識していたことが認定されている。

　もっとも、本判決は、一般的な経験則として、長

時間労働により疲労や心理的負荷等が過度に蓄積す

ると、労働者の心身の健康を損なう危険のあること

は、「周知のところ」であると述べている。このような、

最高裁の判断があることからすれば、本件のように、

相当程度の疲労の蓄積をもたらすことが想定される

長時間労働があった場合には、健康状態悪化を認識

していたような事情がなくとも、長時間労働を認識し

ていたという事情のみで、うつ病発症の予見可能性

が認定される可能性がある。

　そのため、実務上は、従業員の健康状態が良好な

状態であっても、長時間労働とならないように、業

務の軽減等の措置を講じる必要があろう。

　また、本判決は、A本人の性格等を、賠償額減額

の根拠とすることに制限を設けた。これは、使用者

側が、従業員の性格等を考慮して配置先等を決定で

きることも根拠としている。このような最高裁の判断

に照らせば今後は、使用者等は、本人の性格、業務

遂行態様等をも考慮したうえで、業務分担等を検討

することも必要となるであろう。

ワンポイント解説

本判決の要旨
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　中部ろうさい病院勤労者予防医療センターは中部ろ

うさい病院内２階に設置されている。平成14年４月

のセンター開設以来、勤労者の生活習慣病や過労死な

どの予防医療に取り組んできた河村孝彦所長にセン

ターの活動についてお話を伺った。

　「開設時には、医師の私と産業看護師（保健師）、管

理栄養士、理学療法士の４人が顔を揃えました。まさ

に生活習慣病対策の四銃士です。糖尿病を専門とする

私は、予防医療活動の経験を通じて、生活習慣病改善

は専門家が単体で指導しつつ、チームでコンビネーショ

ンをとってこそ、より効率的に行うことができると考

えています」

　現在は、医師が１人、嘱託の保健師１名が増え、当

初からいる事務職２人を含めると８名のスタッフがい

る。人間ドックを受検した人を対象に、データを生かし

て運動や栄養の各指導ができるメリットはあるが、手が

回らないという苦労もある。開設当初はセンター内を中

心として健康に関する講演や運動指導を行っていた。

ただ、対象となる勤労者が気軽に集まれるような立地

条件ではないため、勤労者医療への貢献を模索する中

で、企業に出向いて講演や保健指導をする方向へ移行

していった。

　「現在９つの労災病院に勤労者予防医療センターがあ

りますが、当センターは必ずしも立地条件がよいとはい

えません。勤労者の利用をただ待っているより、積極的

に声をかけていこうということになりました。幸い、私

◆総力で進める予防医療活動
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中京工業地帯として発展を遂げてきた名古屋市南西
部の一角に中部ろうさい病院勤労者予防医療セン
ターがある。工場に囲まれた立地条件の中で、利用
者を広げるための多彩な健康サポートプログラムを
展開している。

ランチョンセミナーのお弁当を選ぶ様
子。ホワイトボードには上記のような指
示があり、栄養の組み合わせを食べな
がら学ぶことができる。

16
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が相談員を務めている愛知産業保健推進センターでは

企業の保健師や衛生管理者等を対象にしたセミナーが

開かれ、講演する機会があります。そこで私の講演の後、

個別に相談を受けているなかで個々の事務所へ講演を

実施し始めました。さらにこれはお隣の三重県や岐阜

県の産保センターからも講演の依頼があり、産保セン

ターの協力のもと、企業へ出向くきっかけが生まれまし

た。今では、私だけではなく、当センターの管理栄養

士や理学療法士、産業看護師が直接講演に伺っていま

す。講演の組み合わせも可能で、毎週スタッフが外で

講演をしているのではないでしょうか。それぞれの専

門性とコンビネーションという開設当時からの原点をこ

れからも大切にしていきたい」と河村所長。

　当センターの健康サポートプログラムは、立地条件

に打ち勝つアイデアに満ちている。その一つに、仕事

の都合などでセンターになかなか足を運べない勤労者

のために平成15年から始めた「郵送による栄養指導」

がある。生活習慣病や食事のバランスが気になる人が、

自宅や職場で栄養指導が受けられるシステムで、利用

者は電話やFAXで申し込んだ後に届く食生活調査表

に２、３日分の食事を記入して返送するだけでよい。

管理栄養士がコンピュータで栄養分析をするととも

に、最適な食生活の提案と栄養指導内容が届けられ

る。企業単位の申し込みもあり、企業の衛生管理担当

者からも好評を得ている。勤労者医療への貢献という

視点が郵送という発想につながった。

　ネーミングが楽しいのが「ちょこっと工夫したセミ

ナー」。センターでは個々のデータをもとに行う個別指

導と、教室形式のセミナーを行う集団指導があるが、

魅力あるセミナーのアイデアをスタッフ全員で模索し

あっている。例えば昼食をとりながら栄養の話を聞くラ

ンチョンセミナー。実際に食べながら聞くことで栄養に

ついての関心が深まる効果を狙った。また、河村所長

の生活習慣病の講演後、実際に管理栄養士が調理方

法について話をするなど、効率的なプログラムを進め

ている。

　「予防医療に近道はありません。高血圧、脂質代謝

異常・糖尿病などの生活習慣病は重症化すれば過労

死につながります。元気に働き続けるためには生活習

慣病に対する知識を深め、正しい生活改善こそが大

切だということにまず気づいてもらう必要がありま

す。『運動不足』という診断をするだけではなく、で

はどういう運動をすればいいかということを具体的に

指導していく。そこに私達の役割があります。

　私たちは営利を目的とした組織ではありません。そ

のことを多くの人たちに知って頂き、センターを積極

的に利用してもらいたい。こちらから出向く機会もど

んどん増やしていきます」。河村所長が力を込めた。

　事務長が最後に一言。

　「河村先生は多忙な方ですが、多忙を理由とせず常

に精力的に予防医療活動に取り組む情熱はスタッフに

伝わり、チームの結束を深めています」。立地条件に

打ち勝つアイデアあふれるサービスを目指し、地道な

努力が続く。

現在のスタッフ（下中央が河村所長）

◆豊富なサポートプログラム

外部で講演をする河村所長（上）
と管理栄養士（右）
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　平成22年11月10日、厚生労働

省労働政策審議会安全衛生分

科会による「職場における受動喫

煙防止対策」に関する公聴会が

開催された。

　まず分科会から、受動喫煙防止

対策の背景などの現状説明が行

われ、今年６月に議決された「2020

年までに受動喫煙のない職場の

実現」を基に分科会でも、事業者

の責任において、対策に取り組む

ことが必要である等と述べた。

　建物内全面禁煙推進派から

は、タバコ煙の曝露に苦しむ事例

や、従業員の健康よりも経営面を

優先させているサービス業の実態

などが発表された。

　一方、サービス業関係者は、売

上減少などの完全禁煙に対するリ

スクや顧客のニーズを語りつつ、

産業医有資格者等で構成する
「外部専門機関」を活用する仕組み
事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会報告書・厚生労働省

　事業場における産業保健活動

の拡充に関する検討会は、「職場

におけるメンタルヘルス対策検討

会」の報告書を受け、メンタルヘル

ス不調に関連する症状・不調を有

する働く人への面接等を実施して

いく場合、現行の産業保健体制では、さまざまな課題があるため、検討会を立ち上げ、

有識者から意見を求めて検討してきた。同検討会は平成22年11月22日、「新たな枠組

み」に向けた「事業場に対する支援体制の整備」および「人材の確保」等について報

告書をまとめた。

　具体的には、面接等を適切に行うための事業者の選択肢の一つとして、外部専門

機関を活用できる仕組みを設けることとした。また、行政は外部専門機関が適正な業務
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作：吉
よしたに
谷　友

ともき
希

業界の自主努力も政府に考慮し

てもらえれば、との発言があった。

会場からは、発表者に対し、賛同

の拍手や野次も飛び交い、受動

喫煙に対する国民の関心の高さ

が窺えた。

　11月12日に開催された同分科

会では、公聴会でも見解が分かれ

た飲食店などの顧客が喫煙する

職場において、デジタル粉じん計を

用いた定期的な濃度測定を行うこ

ととし、新たに喫煙室を設ける事業

場に対しては設置に要する費用の

４分の１（上限200万円）を助成す

るとした（23年度概算要求中）。

　さらに、12月６日の同分科会にお

いて、受動喫煙防止対策をはじめ

とする「今後の職場における安全

衛生対策について」の骨子案が

提示された。

を行うために確認・指導を行って

いくことで、質の担保された機関を

目指すことになった。

　外部専門機関は、産業医有資

格者を総括医師と定め、他の産

業医有資格者と連携を図り、産

業医職務を提供。メンタルヘルス

の知識経験を有する医師や保健

師等も在籍し、新たな枠組みの面

接等に総括医師の指導・指示を

仰ぎながら対応するなどを、基本

的な考え方とするものとされた。

受動喫煙のない職場づくりをめざす
厚生労働省
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帰における支援、さらに検

証と改善・発展、さらにパ

ワハラ・セクハラについても、

本書はわかりやすく具体例

を多くあげ、説明を加えてあ

り大変役に立つ良書である

と思う。

　日本の多くの企業がさらに良い健康文化育成に向

けて努力する中で、本書は部下を持つ管理者のみな

らず、産業医、衛生管理者のみなさんも大変参考に

なる良書であると信じる。改めて、中村、中辻、福本、

高野先生方の努力に感謝申し上げたい。

　また、今後さらなる改訂版が出ることを、大きく期

待したい。

　心の健康づくりの基本的考え方は４つのケアとし

て有名である。

　①セルフケア

　②ラインによるケア

　③事業場内産業保健スタッフ等によるケア

　④事業場外資源によるケア

となる。大阪城夏の陣に例えれば、セルフケアは外堀、

ラインによるケアは内堀と例えることができる。セル

フケアと事業場内産業保健スタッフとの中間に位置す

る立場上、支援、相談、連携がもっとも大切なポジショ

ンであり、扇の要と言っても過言ではない。メンタル

ヘルスはよく労務管理そのものであると言われるが教

育研修、情報提供、職場環境等の把握と改善、メ

ンタルヘルス不調への気づきと対応、そして職場復

産 業保 健産業保健

著　中村雅和、中辻めぐみ、福本正勝、高野知樹　　発行元　労働調査会　　定価　1,260円（税込み）

富士通株式会社常務理事、健康推進本部長　三宅　仁

プロに聞く
「部下を持つ人のための」メンタルヘルス対策

産業保健 21　21　

今後の産業保健充実への鍵
平成21年度産業保健調査発表会　・独立行政法人　労働者健康福祉機構

　平成22年10月14、15日の2日間

で20の研究発表が行われた。1日目

のテーマは、職場のメンタルヘル

ス、ワーク・ライフ・バランスと過

重労働、非正規雇用労働者の労働衛

生管理、とどれも喫緊の課題が取り

上げられた。

　「雇用形態の違いによる健康管理

活動」をテーマとした山梨産業保健

推進センター、「非正規労働者の産

業保健の実態」について調査した長

野産業保健推進センターの発表で

は、非正規雇用労働者の健康管理の

実態が浮き彫りになり、産業保健活

動の改善、啓発を必要としているこ

とがわかった。しかし、現場レベル

ではまだまだ派遣先事業所での管理

が多いことなどが挙げられて、産業

保健推進センターとしても派遣元、

派遣先ともに啓発をしていくとのこ

と。　

　また、2日目は、健康管理、粉じん

作業環境管理・作業管理、産業保健

活動支援、インフルエンザ等といった

テーマ。その中で発表された熊本産

業保健推進センターの「ビデオを活用

した職場巡視トレーニングプログラム」

の開発とその有用性の検証は興味深

いものであった。産業保健スタッフ

に欠かすことのできない職場巡視の

実地研修を、研修の時間や、受け入

れ事業場の制約を気にせずに、ビデ

オで受講できるということで、試行

段階でも好評を博した。来年には産

業衛生学会九州地方会でも発表され

る予定であるという。

　産業保健推進センターは、これ

らの蓄積したノウハウを利用者に

フィードバックしていくこととなる。

秋田産業保健推進センター齋藤所長

が座長の席で語った「これらの調査

研究が社会の産業保健活動の温度を

上げることにつながる」という言葉

どおり、研究発表が啓発につながる

ことを期待したい。

　また、「乳がん罹患勤労者の就労支

援について」と題して関西労災病院・

高塚雄一副院長が講演された。労災

疾病等13分野医学研究・開発、普及

事業をテーマに、がんの治療と就労

との両立支援の研究がある。その中

の乳がんの罹患者の現状と両立支援

のための、医療側、雇用側との連携

に向けた取組みをご紹介いただいた。
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　定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者

の割合は 50％を超える状況にあり（図 1）、また、脳

血管疾患及び虚血性心疾患等による労災支給件数も高

水準にあります（図 2）。また、第11次労働災害防止

計画においても、「労働者の健康確保対策を推進し、

定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めを

かけ、減少に転じさせること。」が目標の一つに掲げら

れています。

　厚生労働省から平成 22年３月25日付け基発 0325

第１号「定期健康診断における有所見率の改善に向け

た取組について」により、事業者が有所見の改善のた

めに取り組む事項等が示されています。これらを参考

に以下の取組みをすることが有効です。

① 常時 50人以上の会社では産業医を選任し、従業員

の健康管理をしっかり行うこと。

・有所見者や長時間労働者がいたら、産業医か

ら就業上の措置に関する意見を聞いて措置を

行うこと。

・長時間労働者には早めに「医師による面接指

導」を受けさせること。　など

② 産業医や保健師等の食生活指導、保健指導の実施

や健康管理に関する情報提供を十分行うこと。

③ 企業全体で、肥満防止や禁煙推進運動を行うなど、

従業員の健康管理についての意識を高める活動を

展開すること。

④ 常時 50人以上の会社では、毎月１回以上、衛生委

員会を開き、上記に係る対策や過重労働防止対策

等を検討すること。

A
わが社では、定期健診の結果、何らかの異常のある労働者が増加しています。
脳・心臓疾患発生防止等のため、有所見の改善の取組みについて教えてください。Q 定期健康診断有所見者の対応は？

提供・協力　鳥取産業保健推進センター

事業者が適切な事後措置、保健指導等を行うと共に、特に、労働者自らが
食生活改善、運動等に取り組むよう指導、情報提供等を行うことが重要です。

保健指導、健康教育等の取組促進を

図1　一般定期健康診断の有所見率の推移 図2　脳・心臓疾患に係る労災請求・認定件数の推移
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　家族は、突然の病気、そして休業となれば不安・

焦り、気持の揺れがあり、また先が見えない、いら

だちや怒り、自分の関わり方が悪かったのか…罪責

感など。さらに本当に休んで大丈夫なのか、病気は

治るか、会社に戻れるのか。生活の不安なども一

層膨れて上がってくるのではないでしょうか。

　まずは、家族の方に安心していただくことがと

ても大事です。病気のことは主治医の先生にお任

せしますが、『安心の醸成』というように、ご家族

にも「ゆっくり休んでも大丈夫」という言葉を添

えながら、具体的に就業上のルールや給与のこと、

どのくらい休めるかなどを伝えてください。

　さて、この役割は誰が担うのでしょうか。

事業所により異なると思いますが、産業看護職が

いればその対応をしていただくとよろしいです。

いなければ、上司または人事労務スタッフが対応

されるとよろしいでしょう。

　できるだけ早く、産業看護職等がご家族に直接

お会いするか、お電話やお手紙もいいでしょう。「会
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社は本人の家庭での状況を知らない、ご家族は会

社の状況を知らない」というように、双方の見え

ない部分の情報共有、連携を保ちながら支援をし

ていくことが大事です。何か変化があったり、わ

からなかったりしたら「迷わずいつでもご相談く

ださい」と伝えていきましょう。

　主治医の先生とのつながりは、産業保健スタッ

フか、上司が一度は同行受診して面談をする、本

人の正確な状態の把握や治療方針を共有して支援

することが大切です。また、主治医に、会社の規定・

姿勢も伝え、会社は人間尊重の理念が基本にある

ことを説明して理解してもらう。仕事の内容や発

症前後の変化を伝えることも忘れずにしてくださ

い。このような対応はスムーズな復帰につながる

大事な関わりになります。

　また主治医の先生の診療の時間をいただくこと

になりますので、面談料等のお支払いは医療機関

と相談し、会社が負担するよう配慮されるといい

ですね。

メンタルヘルス不調により長く休業となる従業員への対応には、主治医の

連携の重要性、家族の理解や協力が必要とされますが、実際はどのように

したらいいのか、具体的に教えてください。

対応

事例

メンタルヘルス

長期休職者への対応のポイント

メンタルヘルス対策支援センターの事例より
独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健部
メンタルヘルス対策支援推進アドバイザー　菅野由喜子

産業保健スタッフや上司等を窓口に
情報の共有を
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　JFEマテリアル株式会社は、平成11年、日本鋼管

株式会社より分社独立して発足した。前身の会社創業

以来の電気炉精錬技術は世界でも注目されている。

　「日本鋼管という大きな母体は、かつては独自の病院

もあり、安全はもちろん、社員の衛生管理における体制

も一定整備されていました。昭和58年に前任者から引

継いで以来、夢中で歩いてきましたが、会社の協力は

心強かったです」

　臨床看護師として東京都内で働いていた三沢さんは、

結婚を機に郷里へ戻り、縁あって入社、産業看護職と

いう未知の世界では、すべてが手探りであったという。

　「健康管理や保健指導をするなかで、ついつい指導型

になっていたと思います。平成５年に初めて健康につ

いての意識調査を行ったところ、男性中心の職場のた

め喫煙やアルコール摂取量も多く、３交替勤務による生

活も不規則になりがちで、健康に関する意識はあまり高

くありませんでした。これでは上から目線で厳しく指導

してもあまり効果はないと、まず自分が気づきました」

　そこで誰もが気軽に参加でき、しかも実効のある健

康づくりをできないものかと模索して産業医や総務課

の安全衛生スタッフと話し合いを重ねた。その結果、押

し付けではなく、自主的に生活習慣の改善を目指すこと

が大切という結論に達し、翌年から「マイヘルス活動」

と銘打った健康づくりをスタートすることになった。

　「まず、本人が自分でできそうなライフスタイル改善

項目を事前に公表、宣言します。喫煙やアルコールの

制限、あるいは間食をやめるとか、毎日１万歩歩くとか、

どんなことでもいいのです。そして決めたことが実現で

きたかどうか、３ヵ月毎日記録します。その自己評価表

を提出してもらい、実践率を計算してコメントを書き込

み返却、次回の生活改善に生かすよう指導、これを、

春と秋（１次と２次）２回行ってきました。目標は小さ

くてもいいのです。煙草の本数をがんばって減らせた

から、２次ではお酒の量を減らそうとか」

　マイヘルス活動の１年目は周知のためビデオによる

PRや参加者意識調査を行った。２年目は定着を図る

ために「生活改善メニュー」を提案、３年目には「す

こやかウォーク紀行」と題して万歩計による地図上の

旅を楽しむ企画を打ち出し継続化を図った。効を奏し

て多彩な企画は「健康づくりは明るく楽しく」というイ

メージを膨らませ、参加率は常に９割を超えるように

なった。「マイへルス活動」は、社員自らが、いきいき

働き続けるために健康であることの大切さに気づくきっ

かけとなり、これまでの活動を通じて健康に対する意

識は少しずつ高まってきている。

　年２回の健康診断に加えて、じん肺、聴力などの特

殊健診もあり、三沢さんの日常は多忙を極めるが、新

しい発想を次々生み出す原動力はどこにあるのだろう。

最後に、産業看護職の役割とこれから望むことについ

て伺った。

　「30年近い日々を振り返って思うことは、元気で明る

い職場づくりのサポートができればよいかなあと。職場

で個々人が自分の能力を出し切って、いきいき働くため

のベースは健康です。健康が何より大切だということに

気づいてもらうヒントを出し続けていきたい。望むこと

はただ一つ、ずばり後進の育成です。この職業のすば

らしさに気づいた若い人にバトンをしっかり渡したい」

健康の大切さへの「気づき」から
生まれたマイヘルス活動

JFE マテリアル株式会社総務部安全衛生室

　看護師 三沢　登美子さん

　マイヘルス活動は、文字通り個人レベルで自発的に取り組む健康づく
りで、平成５年に始まり、今ではすっかり定着した。看護師三沢登美子
さんは「健康こそ幸せのベース」と、社員の挑戦にエールを送る。

JFE マテリアル株式会社
設　　立：大正６年
従業員数：約230人
所 在 地：富山県射水市

会社概要

産業看護職
奮闘記

62
Documentary

●



　今回は、衛生管理者の立場から産業保健を進めるに

あたってのプロセスについて伺った。「まずは大きな目

標、例えば労働災害をゼロにするであるとか、職業性

疾病をなくすといったものを設定しています。そして、

その目標にどうやったら近づくことができるかを検討す

る。予防対策として職場巡視などを活用し、前に落と

し込んで対応するようにしています」。何かがもたらす結

果をイメージして、その前に対応する。例えば、有機溶

剤を使用している現場の場合、一番確実なのは疾病原

因や災害原因のおそれのある業務をなくすことである。

しかし、ビジネスではその業務をなくしてしまうわけに

はいかない。そのために、まず日常的に職場巡視を行

い、現場にて①リスクの少ない代替品に換えていくこと、

②使用頻度を減らすことで対応をする。以上のような予

防対策をしたうえで特殊健康診断（産業医）へつなぐ

という具合である。「職場巡視は、変化を察してタイムリー

に実施することが重要だと思う。例えば、特にみんな

の集中力が欠けていそうなときに行うと予防につながり

効果的です。サッカーのワールドカップの時期には、よ

く放送の翌朝に巡視をしましたよ」と江口さん。

　そこで、これらの仕組みを社内に浸透させていくた

めのヒントをお聞きした。「まず念頭においてもらいたい

のが、衛生は安全と違って目に見えて効果が表れるに

は時間がかかるし個人差が大きいということ、そしてそ

の効果を測る定量的な尺度が難しいということです。と

もすると活動展開が難しいことも事実です。しかし、私

には幸いなことに、これらを理解してくれるトップや仲

間がいます。安全衛生委員会や専門の部会などの場で、
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『皆さんは一日の1/3以上に当たる時間を職場にいます。

その時間を明るく健康に過ごしたいでしょう。だから、

健康に働いてもらうためにもこういったプロセス即ち目

標からの展開が必要である』といった具合に話をする

時もあります」とのこと。周囲への理解を得られるため

の土壌づくりがポイントといえよう。「いくら一人で声を

出しても、江口がいっている、で終わってしまいます。

まず理解者となる仲間を増やしていくことです。そのた

めには、コミュニケーションは欠かすことができません。

何にでもいえることですが、仲間というものは、10人い

ればうれしいことも10倍、辛いことは1/10になるでしょ

う」と柔和な笑顔で答えてくださった。

　さらに産業保健活動に関して江口さんはこういう。「活

動は能動的にとらえ、どうしたら改善するようになるか、

よく本質を考えることなのではないでしょうか。例えば

法律がこうであるからといった観点はなく、健康でパ

フォーマンスを向上させていくための管理をよく考えて

活動していくと、結果的に法令順守となるのではないで

しょうか。そこが衛生管理者の面白いところです」

★　　　★

　取材時、江口さんは「私は不勉強でして…」と謙遜され

ていた。しかしその実は、東京衛生管理者協議会（以下：

協議会）に足を運ぶなど、多角的な方面から研鑽されて

いる。協議会からも平成22年の7月のセミナーでシンポ

ジストとして声がかかるほどであるという。ちなみに「産

業医と衛生管理者との連携について」というテーマ。ペー

ジの関係でご紹介できないが、読者にとって関心の高い

テーマであるので、触れさせていただいた。

社員に快適な職場となるためのプロセス
江口剛史さん

ク ロ ー ズ ア ッ プ  22

  　　C l o s e - u p ◆  衛 生 管 理 者

ナノテクにチャレンジしている日本電子株式会社。電子顕微鏡の開発会社として
発足以来、理科学機器メーカーとして、科学技術の進歩を支えてきた企業だ。現
在総務で活躍している衛生管理者の江口剛史さんは、20年余り機械技術者とし
て現場経験の持ち主であるという。現場を熟知した江口さんの活動をご紹介する。

日本電子株式会社　総務部安全健康グループ長

事前の対応で予防

コミュニケーションで土壌形成を
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　情報は、森鴎外がドイツ語の Informationを翻訳し

たもので、「情」に「報いる」あるいは「人が感性を持っ

て認知できる形」で「事象・出来事を報じた」ものを

指す。情報はこれを生かして行動を起こすためのもの

であって、ただ、蓄積し保管するためのものではない。

ＩＣＴ技術の進歩によってより情報活用の道が開けた

ことは、ある時点で収集された情報を個々の単位で横

断的に判断して利用するだけでなく、項目間の関連を

考慮して総合的な判断を行うことや、過去の情報とあ

わせて経時的に解析し、判断精度を高めることを可能

にしている。

　科学論文の内容や、エビデンスなどの知識情報、統

計データ、意見などの参照情報を集め検討することが、

産業保健活動を行う上では必要となる。産業保健・労

働安全衛生分野での教育でも、よりよい成果を挙げる

ためには、関連する情報の収集、整理、提示方法の工

夫が必要になる。情報は「活用」を前提として集め、

利用できるように管理するものである。ここでは、「情

報を求める」、「情報を集める・整理する」方法について、

概説する。

　

　近年のコンピュータならびに通信技術の発展が、産

業保健の分野におけるデータベース（ＤＢ）の整備・

活用の範囲を飛躍的に広げている。検索エンジンとい

われる情報探索ソフトの発達が背景にあり、一番使用

されている検索エンジンである「Google」には科学情

報に限定して文献ＤＢなどに当たる「Google scholar」

という検索システムも用意されている。

　こうした利用できるＤＢは、多くの企業、機関で整

備が進められ、将来不可避的に拡大すると考えられる。

そのため情報管理のルールづくりが求められている

が、自主的に行うためにも、基本となる法的強制力を

もつ規制が必要と考えられていて、対策の整備が国内

外で進められている。そこで現時点での日本語の利用

しやすく、推奨できる知識情報提供機関・情報源のリ

ストを表に示した。「信頼できる」、「定期的に更新され

ている」、そして「有用な情報を発信している」サイト

であることが重要である。また、これらのサイトから、

国内外の信頼できるリンク先＊に進むこともできる。使

いやすいように定点としてチェックすべきサイトを「お

気に入り」に登録しておくとよい。

　英語の情報源になるが、産業保健分野の確実な情

報源とその活用法を、『WHO　産業保健サービスの質

向上のための情報活用実践ガイド』２）に紹介している。

「Verbeek J., Dijk FV: Protecting Workers’ Health 

Series No.7 ,WHO, Geneva, 2006」の翻訳であるが、

日本語はWHOのサイトでも見ることができる。

＊リンク：インターネットで利用できる各情報提供サイトから関連す
る提供サイトにクリックするだけでアクセスすることがで
きる仕組み。

　教育に用いる情報の収集や利用に当たっては留意す

べき事項がある。特に、情報利用では著作権に関わる、

無断使用、改ざん、不用意なサイトへの掲載など、重

大な問題となることもある。

１）信頼性の確認

　現在、検索エンジンの進歩で多くの情報を居ながら

にして集められる一方、こうした検索利用者のアクセ

産業医科大学産業生態科学研究所 作業病態学研究室 教授　東 敏昭

最新の情報収集法

11健康を創る
　　労働衛生教育指南

2. 産業保健で活用できる情報ソース
　 （データベース）1）

1. はじめに

3. 情報収集時の注意
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やＴＶニュース、週刊誌情報の真贋と意図を読み取る

マスコミュニケーションリテラシーという技能がある。

専門職に必要な技能の一つに、関連分野の数多の情報

を取捨選択し、整理して適確に提供する能力「情報咀

嚼提供力」がある。これは一種のマスコミュニケーショ

ンリテラシーともいえる。

２）著作権への留意

　教育に用いる情報の収集と利用で問題となるのが、

知識情報の利用に当たって権利の侵害がないかへの配

慮である。本来、使用許諾を必要とする内容を、これ

を行わずに引用して、社内報、説明用印刷物、学会発

スを図るため、個人や組織が関連用語をコンテンツ内

にちりばめたサイトやブログが氾濫している。検索時

の邪魔になり、もっともらしい体裁と記載内容があっ

ても、その信頼性が著しくあやしい情報源もある。専

門家とは当該分野の情報をどれくらい持っているかで

はなく、信頼性・有用性を識別する技能に意義がある

もの。ネットで提供される健康関連情報の多くが、商

品の購買に誘導するものや、サービス提供機関のコ

マーシャルというのが現実である。

　マスコミの情報についても必ずしも安心できるもの

ではない。日本では教育の中に入っていないが、新聞

表　有用な産業保健情報のソース 例

１．日本語の標準的参考図書

（１）産業医の職務 Q&A（第９版）：厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課（監修）：産業医学振興財団、2009 年

（２）労働衛生のしおり：中央労働災害防止協会、毎年発行

２．雑誌等出版

（１）産業医学振興財団：産業医学ジャーナル、産業医学レビュー　http://www.zsisz.or.jp/

（２）中央労働災害防止協会：安全と健康、労働衛生のひろば　http://www.jisha.or.jp/

（３）労働者健康福祉機構：産業保健２１、勤労者医療　http://www.rofuku.go.jp/

（４）労働科学研究所：労働の科学、労働科学　http://www.isl.or.jp/

（５）労働調査会：労働安全衛生広報　http://www.chosakai.co.jp/

（６）日本産業衛生学会：産業衛生　http://member.nifty.ne.jp/jsoh/index.html

（７）日本作業環境測定協会：作業環境　http://www.jawe.or.jp/

（８）日本労働安全衛生コンサルタント会：労働安全衛生コンサルタントhttp://www.jashcon.or.jp/

３．情報提供機関

（１）産業医科大学ホームページ   http://www.uoeh-u.ac.jp/　

（２）全国労働基準関係団体連合会　http://www.zenkiren.com

（３）中央労働災害防止協会　安全衛生情報センター　http://www.jaish.gr.jp/

（４）厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

（５）労務安全情報センター　http://www.labor.tank.jp/index

（６）労災疾病等13 分野研究普及サイト　http://www.research12.jp/sanchu/

（７）国立医薬品食品衛生研究所　http://www.nihs.go.jp/ICSC/

（８）科学物質評価研究機構　既存化学物質安全性評価シート

　　 http://www.cerij.or.jp/ceri_jp/koukai/date_sheet_list/list_sideindex_cot.html

（９）メディカルオンライン（Medical*Online）http://www.meteo-intergate.com

（10）米国 Department of Labour　http://www.dol.gov/

（11）米国　ピッツバーグ大学の公開教材　http://www.pitt.edu/̃super1/



チェック、③何時も決まったコーナーから読む、④イ

ンターネットでも新聞を購読する、の他、⑤役立ちそ

うな記事は切り抜いてスクラップする、⑥テーマ別の

スクラップブックを作る、ことも有用。

　また、雑誌からの情報収集法としては、①仕事に関

連深い雑誌を定期購読する、②「これは」という記事

は丹念に読む、③読むだけでなく、徹底的に考える、

④ライバル誌と比較検討してみる、ことや、新聞同様

に、⑤役立ちそうな記事は切り抜いてスクラップする、

⑥テーマ別のスクラップブックを作る、がコツ。

３）重要な情報：アイデアメモ

　その他情報活用の上手な人は、思いついたこと、気

づいたことを適宜記録している。創造的なメモ術を身

につけることが重要。メモの機能は、①記録する、②

連絡・伝達する、③発想・着想を逃がさない、④アイ

デアの整理、⑤発想の敷延にある。このための習慣と

して、①いつでもどこでもメモをとる、②ひらめきは

即座に書きとめる、③文字へのこだわりを捨てる、④

“視覚化”テクニックを活用する、⑤“化学変化”で

アイデアを生み出す、⑥必要ない情報はすぐ捨てる、

そして⑦デジタル機器を使いこなす、ことが有効な習

慣となる３）。

今回のまとめ

１）専門職の技能は、情報の多寡ではなく、信頼性・

有用性の識別にある

２）一覧性のある情報は、扱い方自体が社会の関

心を示す情報

３）自身のアイデアは重要な記録（メモ）すべき

情報
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表資料、教材に使っていないかなどの注意が必要であ

る。個人利用では問題がない著述物も以下のような場

合には「著作権の侵害」に当たることがある。以下は、

いずれも問題ありとされる例である。

(1) 自分で読む以外に印刷する

(2) 印刷出力またはコピーした文献を他人に渡す

(3) 文献データを保存の目的以外でコピーする

(4) 文献の一部を、引用の範囲を超えて利用すること

（複製・改変・要約等）

(5) 文献データをメールに添付し他人に送信したり、

印刷したものをファックスする

(6) 文献データを、自分以外の人が見られるネットワー

ク上のパソコンやサーバに置く

(7) 文献データをインターネットやイントラネット上の

ホームページに掲載する

　いつも情報を入手する定点を持っていること、一般

情報の記録、自分のアイデアの記録も産業安全保健教

育には役立つ。会社内や身近に起こった事例の記録は、

特に研修教育の機会に役立つ。

１）定点情報の意義　

　購読している新聞、毎日見るＴＶのニュース番組、

あるいはネット上のニュースを提供しているサイトな

どが定点として一般的である。この定点は、時系列で

物事を見るに大事である一方、昨今は異なった視点で、

事象解説するインテリジェント雑誌（定期刊行）も多

く出されている。時には、視点を変えて事象を考えて

みることも必要になる。また、常読している、新聞、

週刊誌、ニュース番組を時に変えてみて、自身の情報

リテラシー力を測ってみるのもよい。教育対象となる

相手の時代に合わせるには、はやった映画や事件、街

の様子なども利用できるもの。新聞、雑誌双方とも、

スクラップを作る場合に、テーマ別に仕分ける方法の

他、時系列に綴じておくことが、より探しやすく、有

用に用いる整理法となることがある。

２）一般的な情報源からの情報収集の例　

　新聞からの情報収集法のコツは、①見出しを隅から

隅までチェック、②関心のある部分は丹念に記事を

4. 教育に役立つ一般情報

参考文献
１）東敏昭：産業看護講座テキスト：総括管理・産業医に必要なマネ
ジメント―各種情報ソースの活用と情報管理―、日本産業衛生学
会・産業看護部会、東京、2009.

２）東敏昭　監訳：WHO　産業保健サービスの質向上のための情報
活用実践ガイド、バイオコミュニケーションズ、横浜、2008.

３）中嶋孝志：メモ・ノート200％活用術、知的生きかた文庫、三笠
書房、東京、2007.



 ・回答者は、ご本人の個人情報について、個人情報保護法に基
づいて開示、訂正、削除をご請求いただけます。

　その際は下記窓口までご連絡ください。 

独立行政法人労働者健康福祉機構情報公開・個人情報窓口
電話：044-556-9825（受付時間 9：00 ～ 17：00）
　　　／土・日・祝日を除く
ホームページ：http://www.rofuku.go.jp

・個人情報の取り扱い全般に関する当機構の考え方をご覧にな
りたい方は、労働者健康福祉機構の個人情報保護のページを
ご覧ください。
・賞品発送のために使用した個人情報は、当機構の定める方法
に基づき全て消去いたします。

編集委員（五十音順・敬称略）

金井雅利　独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健担当理事
河野啓子　学校法人暁学園四日市看護医療大学学長
鈴木幸雄　厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
浜口伝博　ファームアンドブレイン社代表／産業医
東　敏昭　産業医科大学教授

高田　勗　北里大学名誉教授
今村　聡 （社）日本医師会常任理事
石渡弘一　神奈川産業保健推進センター所長
小川康恭　独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事
加藤隆康　株式会社グッドライフデザイン代表取締役社長

●委員長

産業保健クエスチョン

Q1：
次のうち、産業医に関する数値で誤っている
ものはどれか。

①心の健康対策を取り組む事業所の約半数に
「専門スタッフ」がいるが、そのうち56％は
産業医である（平成19年）。 

②仕事の悩みなどの相談相手として家族・友
人についで産業医を含む産業保健スタッフ
の割合が高い（平成19年）。

③産業医の選任状況は75.1％（平成17年）
④産業医の年平均勤務時間は約36時間　
（平成12年）

Q2：
地域産業保健センターの活用として誤ってい
るものはどれか。

①小規模事業場における長時間労働者への面
接指導
②小規模事業場における健康診断の事後措置
③地域の医療機関で産業医である医師による
健康相談窓口
④産業医の斡旋

《注意事項》
＊厳正な抽選の上、賞品の発送をもって、発表にかえさせてい
ただきます。

※当選通知はEメールにておこないますので「メールアドレス」
は必ずご記入ください。

＊賞品の発送のために住所・氏名・電話番号を記入願います。
＊ご意見・ご感想もあわせてご記入ください。
《個人情報保護方針》
 ・ご提供いただいたお名前・ご住所などの個人情報は、「賞品の
発送」のために利用させていただきます。

 ・上記の利用目的の範囲内で、個人情報および配送業者を含む
委託先会社に、開示・提供することがありますが、個人情報
保護法を遵守させ、適法かつ適正に管理させますので、予め
ご理解とご了承をいただけますようお願いいたします。

※62号の解答：Q1②、Q2③、Q3④
正解者：福岡県　田村恵美さん／神奈川県　野老敦子さん／沖縄県　稲福未紗さん／北海道　吉田晴恒さん／鳥取県　小嶋亘さん／他3名

このコーナーでは『産業保健21』63号の特集や関連テーマより毎号クイズを出題していきます。

正解者には抽選でp21にご紹介いたしました書籍『プロに聞く「部下を持つ人のための」メンタルヘルス対策』を

10名様にプレゼントいたします。

解答は次号第64号（4月号）に掲載させていただきます。

《応 募 先》 sanpo21@mg.rofuku.go.jp

《応募期間》 平成23年1月1日～1月31日

《解　　答》 平成23年4月第64号にて掲示します。

　　　　　　なお、ホームページにて2月に解答を掲示予定です。
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北海道産業保健推進センター
〒060-0001　北海道札幌市中央区北１条西７丁目　プレスト１・７ビル２F
TEL011-242-7701　FAX011-242-7702　http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo01/

青森産業保健推進センター
〒030-0862　青森県青森市古川2-20-3　朝日生命青森ビル８Ｆ
TEL017-731-3661　FAX017-731-3660　http://www.sanpo02.jp/　

岩手産業保健推進センター
〒020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1マリオス14Ｆ
TEL019-621-5366　FAX019-621-5367　http://www.sanpo03.jp/

宮城産業保健推進センター　
〒980-6015　宮城県仙台市青葉区中央4-6-1　住友生命仙台中央ビル15Ｆ
TEL022-267-4229　FAX022-267-4283　http://miyagisanpo.jp/

秋田産業保健推進センター
〒010-0874　秋田県秋田市千秋久保田町6-6　秋田県総合保健センター4Ｆ
TEL018-884-7771　FAX018-884-7781　http://www.akitasanpo.jp/

山形産業保健推進センター
〒990-0047　山形県山形市旅篭町3-1-4　食糧会館4Ｆ
TEL023-624-5188　FAX023-624-5250　http://sanpo06.jp/

福島産業保健推進センター
〒960-8031　福島県福島市栄町6-6　ＮＢＦユニックスビル10Ｆ
TEL024-526-0526　FAX024-526-0528　http://www.sanpo07.jp/ 

茨城産業保健推進センター
〒310-0021　茨城県水戸市南町3-4-10　住友生命水戸ビル8Ｆ　
TEL029-300-1221　FAX029-227-1335　http://www.ibaraki-sanpo.jp/

栃木産業保健推進センター
〒320-0811　栃木県宇都宮市大通り1-4-24　住友生命宇都宮ビル4Ｆ
TEL028-643-0685　FAX028-643-0695　http://www.tochigisanpo.jp/

群馬産業保健推進センター
〒371-0022　群馬県前橋市千代田町1-7-4　群馬メディカルセンタービル2Ｆ
TEL027-233-0026　FAX027-233-9966　http://www.gummasanpo.jp/

埼玉産業保健推進センター
〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3さいたま浦和ビルディング6Ｆ
TEL048-829-2661　FAX048-829-2660　http://www.saitama-sanpo.jp/

千葉産業保健推進センター
〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央3-3-8　日本生命千葉中央ビル8F
TEL043-202-3639　FAX043-202-3638　 http://www.chiba-sanpo.jp/

東京産業保健推進センター
〒102-0075　東京都千代田区三番町6-14　日本生命三番町ビル3Ｆ
TEL03-5211-4480　FAX03-5211-4485　 http://sanpo-tokyo.jp/

神奈川産業保健推進センター
〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1　第6安田ビル3Ｆ
TEL045-410-1160　FAX045-410-1161　http://www.sanpo-kanagawa.jp/

新潟産業保健推進センター
〒951-8055　新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル6Ｆ
TEL025-227-4411　FAX025-227-4412　http://www.sanpo15.jp/

富山産業保健推進センター
〒930-0856　富山県富山市牛島新町5-5　インテックビル（タワー111）4Ｆ
TEL076-444-6866　FAX076-444-6799　http://toyamasanpo.net/

石川産業保健推進センター
〒920-0031　石川県金沢市広岡3-1-1　金沢パークビル9Ｆ
TEL076-265-3888　FAX076-265-3887　 http://www.ishikawa-sanpo.jp/

福井産業保健推進センター
〒910-0005　福井県福井市大手2-7-15　明治安田生命福井ビル5Ｆ
TEL0776-27-6395　FAX0776-27-6397  http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo18/

山梨産業保健推進センター
〒400-0031　山梨県甲府市丸の内2-32-11　山梨県医師会館4Ｆ
TEL055-220-7020　FAX055-220-7021　http://www.sanpo19.jp/　

長野産業保健推進センター
〒380-0936　長野県長野市岡田町215-1　日本生命長野ビル4Ｆ
TEL026-225-8533　FAX026-225-8535　http://www.nagano-sanpo.jp/

岐阜産業保健推進センター
〒500-8844　岐阜県岐阜市吉野町6-16　大同生命・廣瀬ビル11Ｆ
TEL058-263-2311　FAX058-263-2366　http://www.sanpo21.jp/

静岡産業保健推進センター
〒420-0034　静岡県静岡市葵区常磐町2-13-1　住友生命静岡常磐町ビル9Ｆ
TEL054-205-0111　FAX054-205-0123　http://www.shizuokasanpo.jp/

愛知産業保健推進センター
〒460-0004　愛知県名古屋市中区新栄町2-13　栄第一生命ビルディング9Ｆ
TEL052-950-5375　FAX052-950-5377　http://www.sanpo23.jp/

三重産業保健推進センター
〒514-0003　三重県津市桜橋2-191-4　三重県医師会ビル5Ｆ
TEL059-213-0711　FAX059-213-0712　http://www.miesanpo.jp/

滋賀産業保健推進センター
〒520-0047　滋賀県大津市浜大津1-2-22　大津商中日生ビル8Ｆ
TEL077-510-0770　FAX077-510-0775　http://www.shigasanpo.jp/

京都産業保健推進センター
〒604-8186　京都府京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361-１  アーバネックス御池ビル東館5F
TEL075-212-2600　FAX075-212-2700  http://www.kyoto-sanpo.jp/

大阪産業保健推進センター　
〒540-0033　大阪府大阪市中央区石町2-5-3  エル・おおさか南館9Ｆ
TEL06-6944-1191　FAX06-6944-1192　http://www.osakasanpo.jp/

兵庫産業保健推進センター
〒651-0087　兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20　三宮山田東急ビル8Ｆ
TEL078-230-0283　FAX078-230-0284　http://www.hyogo-sanpo.jp/

奈良産業保健推進センター
〒630-8115　奈良県奈良市大宮町1-1-32　 奈良交通第3ビル3Ｆ
TEL0742-25-3100　FAX0742-25-3101　http://www.nara-sanpo.jp/　

和歌山産業保健推進センター
〒640-8137　和歌山県和歌山市吹上2-1-22   和歌山県日赤会館7Ｆ
TEL073-421-8990　FAX073-421-8991　http://www.naxnet.or.jp/̃sangyo-1/

鳥取産業保健推進センター
〒680-0846　鳥取県鳥取市扇町7　鳥取フコク生命駅前ビル3Ｆ
TEL0857-25-3431　FAX0857-25-3432  http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo31/　

島根産業保健推進センター
〒690-0887　島根県松江市殿町111　松江センチュリービル5Ｆ
TEL0852-59-5801　FAX0852-59-5881　http://www.shimanesanpo.jp/　  

岡山産業保健推進センター
〒700-0907　岡山県岡山市北区下石井2-1-3　岡山第一生命ビルディング12Ｆ
TEL086-212-1222　FAX086-212-1223　http://www.okayama-sanpo.jp/

広島産業保健推進センター
〒730-0011　広島県広島市中区基町11-13　広島第一生命ビル５Ｆ
TEL082-224-1361　FAX082-224-1371　http://www.hiroshima-sanpo.jp/

山口産業保健推進センター
〒753-0051　山口県山口市旭通り2-9-19　山口建設ビル4Ｆ
TEL083-933-0105　FAX083-933-0106　http://www.yamaguchi-sanpo.jp/

徳島産業保健推進センター
〒770-0847　徳島県徳島市幸町3-61　徳島県医師会館3Ｆ
TEL088-656-0330　FAX088-656-0550　http://www.tokushima-sanpo.jp/

香川産業保健推進センター
〒760-0025　香川県高松市古新町2-3　三井住友海上高松ビル4Ｆ
TEL087-826-3850　FAX087-826-3830　http://kagawa-sanpo.jp/

愛媛産業保健推進センター
〒790-0011　愛媛県松山市千舟町4-5-4　松山千舟454ビル2Ｆ
TEL089-915-1911　FAX089-915-1922　http://ehime-sanpo.jp/

高知産業保健推進センター
〒780-0870　高知県高知市本町4-1-8　 高知フコク生命ビル7Ｆ
TEL088-826-6155　FAX088-826-6151　http://www.kochisanpo.jp/　

福岡産業保健推進センター
〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-30　福岡県メディカルセンタービル1Ｆ
TEL092-414-5264　FAX092-414-5239　http://www.fukuokasanpo.jp/

佐賀産業保健推進センター
〒840-0816　佐賀県佐賀市駅南本町6-4　佐賀中央第一生命ビル8Ｆ
TEL0952-41-1888　FAX0952-41-1887　http://sanpo41.jp/　

長崎産業保健推進センター
〒852-8117　長崎県長崎市平野町3-5　建友社ビル3Ｆ
TEL095-865-7797　FAX095-848-1177　http://www.nagasaki-sanpo.jp/

熊本産業保健推進センター
〒860-0806　熊本県熊本市花畑町9-24　住友生命ビル3Ｆ
TEL096-353-5480　FAX096-359-6506　http://www.kumamoto-sanpo.jp/

大分産業保健推進センター
〒870-0046　大分県大分市荷揚町3-1　第百・みらい信金ビル7Ｆ
TEL097-573-8070　FAX097-573-8074　http://www.oita-sanpo.jp/

宮崎産業保健推進センター
〒880-0806　宮崎県宮崎市広島1-18-7　大同生命宮崎ビル6Ｆ
TEL0985-62-2511　FAX0985-62-2522　http://www.sanpomiyazaki.jp/

鹿児島産業保健推進センター
〒890-0052　鹿児島県鹿児島市上之園町25-1　中央ビル4Ｆ
TEL099-252-8002　FAX099-252-8003　http://sanpo-kagoshima.jp/

沖縄産業保健推進センター
〒901-0152　沖縄県那覇市字小禄1831-1　沖縄産業支援センター7Ｆ
TEL098-859-6175　FAX098-859-6176　http://www.sanpo47.jp/

産業保健推進センター一覧

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。
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